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第１章 Ｆ Ｉ Ａ国際ドライバーライセンス

第１条 総則

１． １ ） 規則

すべてのＦ Ｉ Ａ国際ドライバーライセンスの発給は国際モータースポーツ競技

規則、 と り わけ競技参加者およびドライバーに関する条文に統括される。付則

Ｌ項の本章ではサーキッ トおよび公道における競技、ヒ ス トリ ッ クカー競技、

ドラ ッ グレーシング、 および身体的な障がいを持つドライバーと ナビゲーター

に対してのライセンスの等級、資格の必要条件、記載内容、効力性を定める。
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本章で使用される「 選手権」 と いう 用語にはトロフ ィ ー、 カッ プおよびチャ レ

ンジを含むものと する。

重量＝関連する技術規定に記載されている通り の、 ドライバーを含めた走行状

態での車両重量（ kg） 。
パワー＝クランクシャ フトで測定された車両の最大出力（ hp） 。

１ ． ２ ） 年齢基準

一般： 国際ドライバーライセンスを取得するためには、申請者はライセンスの

各グレードに指定された最低必要年齢を満たしていなければならない。

申請者が未成年の場合常に、親または後見人が申請書に連署しなければならな

い。後見人であること を証明する書類が必要な場合がある。

１． ３ ） 世界事故データベース同意宣言（ ＷＡＤＢ）

Ｆ Ｉ Ａ国際ドライバーライセンスの申請を行う 際に、申請者はＷＡＤＢ（ 世界

事故データベース） 同意宣言を「 受け入れる」 あるいは「 受け入れない」 のい

ずれかを表明しなければならない（ ＷＡＤＢ内の個人データ処理） 。ＷＡＤＢ

同意宣言は、本付則Ｌ 項の付則２に記載されている通り 、 すべてのライセンス

申請書式および手順に含まれていなければならない。申請者は表示される通り

に自身の選択を表示し、 その選択を確認するために申請書に署名しなければな

らない。

１． ４ ） Ｆ Ｉ Ａ国際ドライバーライセンスの記載内容

— 「 国際自動車連盟」 の表記およびＡＳＮ名称

— 「 Ｆ Ｉ Ａ国際ライセンス」 の表記

— ライセンス番号

— ライセンスグレード

— ライセンスの有効開始日と有効期限（ 第９条７参照）

— ドライバーの最近の写真

— ドライバーのフルネーム

— ドライバーの生年月日

— 健康診断の結果に基づき、次の文言：

「 Ｆ Ｉ Ａの医療基準に準じ、 モータースポーツをするに適している。

日付

眼鏡等（ 眼鏡またはコンタクト ） あり ／なし

特別な医療管理事項 あり／なし」

— ラ イセンス申請にて、義務付けられるＷＡＤＢ同意宣言に関してなされた

選択に従い、以下の文言：

「 ＷＡＤＢ内での個人データの処理についての同意： はい／いいえ」

任意：

ＡＳＮがライセンス保持者に対し、海外での国内競技会および国際競技会に参

加するための恒久的な権限を与えたい場合、 ライセンスに以下の内容を記載し

なければならない。

－ Ｆ Ｉ Ａ Ｉ ＳＣの第２条３ ７. および第３条９ ４. に従い、海外の国内および

国際競技会に参加するための許可。
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国際ドライバーライセンスカードには、第１条４に従っ て、制作や各国語の記

載を容易にするために、 コード化または省略したテキストを含めるこ と が推奨

される。

Ｆ Ｉ Ａコード化または省略されたテキストは、以下の通り 。

前面

“logo” FIAの名称と ロゴ
“words” 国際ライセンス

“logo” ASNの名称と ロゴ
裏面 - コードまたは省略されたテキスト

“Specimen” “写真”
“grade” “ライセンスグレード ”
“name” “ドライバー名”

N. ライセンス番号 番号

EXP. ライセンス有効期限 日付

FIA M.S. FIA医療基準に準じ適性あり 日付

C.EYE. 矯正視力 はい/いいえ
M.S 医学的管理事項 あり /なし

WADB WADB データ処理に同意 はい/いいえ

D.o.B 生年月日 日付

任意項目 - コードまたは省略されたテキスト
FIA ISC - 

(2.3.7/3.9.4) 
海外における競技認可

 (FIA ISC 2.3.7/3.9.4) 
FIA ISC - 

(2.3.7/3.9.4) 

１ ． ５ ） ライセンスの発給

国際ドライバーライセンスは、特段に明記されない限り 、 ドライバー管轄のＡ

ＳＮが、国際モータースポーツ競技規則及び本付則Ｌ項に従い、要求された等

級に定められた基準に従っ てドライバーの成績、能力および行為が十分である

こと を確認した後に発行されるものと する。

１ ． ６ ） 有効性

１． ６． １ 上級ライセンス等級は、下位のライセンス等級を要求する競技に対して有効

である。 ： ただし、

ａ ） 年齢制限が定められている場合を除く 。

ｂ ） 本付則に別段の記載がない場合に限り 。

ｃ ） 競技の競技規則に特に明記されていない限り 。

１ ． ６． ２ ドライバーは、両方のグレードが同じライセンスに明記され、 ライセンス番

号が１つである限り 、サーキッ ト用の１つのグレードのライセンスと 公道用

の１つのグレードのライセンスを保持すること ができる。

同一のライセンス上に国際および国内グレードを表示すること が可能である。

ＡＳＮは国際と国内のグレードの間に明確な区別を確実にしなければならな

い。

この場合、 ライセンス停止処分の際には１つのライセンスと みなされる。

１ ． ６ ． ３ 各グレードのサーキッ トレース・ ライセンスは、バンクを有するオーバル・

スピードウェ イ・ サーキッ トで、記載されているカテゴリ ーの車両でレース



4 / 28

を行う 場合に有効である。

ただし、 このよう なサーキッ トを有する国のＡＳＮは、 オーバルレースに初

めて参加するドライバーに対し、参加許可を得るために、 このよう なサーキ

ッ トでの適切な技量および一定のテストを満足すること を求めること が推奨

される。

１． ７ ） 安全トレーニング

初めて国際ライセンスを取得申請する者は、 ライセンスのグレードごと に定め

られたＦ Ｉ Ａ ｅ －ラーニングによる安全講習を受けていなければならない。

１． ８ ） ヒ ストリ ッ クライセンスの設定

ヒ ストリ ッ クモータースポーツと 現代のモータースポーツを区別した設定を維

持するため、 ＡＳＮは、資格付与基準を尊重した上で、 ライセンスグレードに

「 Ｈ」 コードを追加し、 「 ヒ ストリ ッ クモータースポーツイベントのみ」 と 記

した、認定グレードライセンスの発給承認すること がある。

１ ． ９ ） 定義

Circuit（ サーキッ ト ）
サーキッ トで行われる競技または車両をいう （ 付則Ｏ項第２条による） 。 カー

ト、 シングルシーター、 プロトタイプ、 ＧＴ 、 ツーリ ングカー、 オートクロス、

ラ リ ークロス、 ヒ ストリ ッ クサーキッ ト、 トラ ッ ク、およびドリ フ ト。

Road（ 道路）
クローズドロードやオープンロードで行われる競技や車両をいう （ ラ リ ー、 ク

ロスカントリ ー、 ヒ ルクライム、 ヒ ストリ ッ クラ リ ー） 。

ライセンス取得の対象と なる競技

競技会の競技規定でそのよう に見なされ、国際モータースポーツ競技規則の第

２０条で定義されている個々の競技のみが、 ライセンス取得のための競技会と

してみなされる。当該ＡＳＮのカレンダーに掲載されている国内競技、および

／またはＦ Ｉ Ａ国際スポーツカレンダーに掲載されている国際大会のみが、考

慮の対象と なる。

ライセンス資格競技が付与条件に達成されたと みなされるには、 ドライバーが

積極的に競技に参加し、競技の公式最終順位認定（ 結果一覧） に入らなければ

ならない（ ヒ ートは対象外） 。

パワーウエイトレシオ

重量＝関連する技術規定に記載されている通り の、 ドライバーを含めた走行状

態での車両重量（ ｋ ｇ ） 。

パワー＝クランクシャ フトで測定された車両の最大出力（ ｈ ｐ ） 。

ＡＳＮ承認競技会

競技が開催される国のＡＳＮによっ て認可または承認された、国内または国際

の競技の一切をいう 。
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第２条 ライセンスグレードのタイプ

国際ドライバーライセンスグレードと 、 それが必要かつ有効な競技は以下の通

り 。
種目／カテゴリ ー別に必要な

ライセンスの最低等級

条項 グレード グループ 種目 / カテゴリ ータイプ パワーウェ イト

レシオ

第3条 ITG Circuit ジュニアカート W/P 
適用なしオートクロス  - ジュニアXC 

第4条 ITF Circuit 
制限付きシニアカート W/P 

適用なしオートクロス  - ジュニアXC 

第5条 ITE Circuit 

シニアカート W/P 
適用なしオートクロス  - ジュニアXC 

ジュニアラリ ークロス
W/P 

5Kg/Hp 
以下

第6条 ITD - C Circuit 

シングルシーター

W/P 
3Kg/Hp 
以下

プロトタイプ

各種GT 
ツーリ ングカー

トラッ ク  2 
ドリ フトD1 

オートクロス (スーパーバギー除く ) 

W/P 
適用なし

ラリ ークロス (スーパーカー除く ) 
以下を除く ヒ ストリ ッ ク ：

HF1/インディ (G), HF2 (H), 
HF5000, HFA, HGC, カンナム

第7条 ITD - R Roads 

ラリ ー(Rally3, Rally4, Rally5) W/P 
5Kg/Hp 
以下クロスカントリ ー(T1除く ) 

ヒ ルクライム(CN/D, E2 CATII除く ) 
W/P 

適用なし
ヒ ストリ ッ クスピードラリ ー

ヒ ストリ ッ クヒ ルクライム

第8条 IT C - C Circuit 

シングルシーター
W/P 
2～3 

Kg/Hp 

プロトタイプ

各種GT 
ツーリ ングカー

トラッ ク 1 

W/P 
適用なし

オートクロススーパーバギー

ラリ ークロススーパーカー

以下のヒストリ ッ ク : 
HF1/インディ (G), HF2 (H), 

HF5000, HFA, HGC, カンナム

第9条 IT C - R Roads 

ラリ ー(Rally1, Rally 2, RGT) W/P 
3～5 

Kg/Hp クロスカントリ ー(T1) 

ヒ ルクライム(CN/D, E2 CATII) W/P 
適用なし
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第10条 ITB Circuit 

シングルシーター
W/P 
1～2 

Kg/Hp

プロトタイプ

各種GT 
ツーリ ングカー

第11条 ITA Circuit 
シングルシーター W/P 

0～1 
Kg/Hpプロトタイプ

第12条 IT D1 単発競技

条項参照

第13条 FIA F1 SL FIAフォーミ ュ ラ 1 
第13.2条 FIA FP F1 SL FIA F1フ リ ー走行
第14条 FIA FE FIAフ ォーミ ュ ラ E 
第15条 IT LSR 陸上速度記録

第16条 IT TR レーシングトラッ ク

第17条 IT DR ドラッ グスター

第18条 障がいのある参加者

第19条 IT LSC インターナショ ナルグレード限定スピード競技

第３条 インターナショ ナルグレードＧ（ Ｉ Ｔ Ｇ）

３ ． １ ） 以下に必要な最低ライセンス

ａ ） Circuit（ サーキッ ト ）
ジュ ニアカートＯＫ、 ジュ ニアオートクロス、 およびジュ ニアＸ Ｃ、 または同

等のカテゴリ ーに限定して必要。

ｂ ） Road（ 道路）
Ｒｏ ａ ｄ （ 道路） での競技には有効ではない。

３． ２ ） 年齢基準

１１歳（ 参加年の１月１日以前に１ １歳の誕生日を迎える） と １ ４歳（ 参加カ

レンダー年中に１４歳の誕生日を迎える） の間のドライバー。

３ ． ３ ） 資格基準

申請者は、国内ライセンスを保有し、以下の資格を完了していなければならな

い。

ドライバーは、第１条９に定めるＡＳＮ承認の競技に少なく と も５回出場し、

ラ イセンス発給元のＡＳＮが満足する競技を行う こ と が確認されていなければ

ならない。

疑義を避けるため、 ラ イセンス発給元のＡＳＮは、 ライセンス発給元のＡＳＮ

が承認していない競技である場合、開催国のＡＳＮからの報告を要求するこ と 。

３ ． ４ ） 補足条件

ドライバーは、 ＡＳＮ認可の医師による適性検査を受けなければならず、 その

際、身長と 体重が記録されなければならない。

また、競技中常に、 ドライバーの体重（ 装備品を含む） は、 ３ ５ ｋ ｇ 以上でな

ければならない。
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ラ イセンスは、 ドライバーの１ ４歳の誕生日を過ぎても、 その年の終わり まで

有効と すること ができる。

安全性に関連する例外的な状況において、 ドライバーのＡＳＮが作成した書類

に基づきＦ Ｉ Ａが評価した場合、 Ｉ Ｔ Ｇライセンスは、 ラ イセンスが発給され

た年に１５歳の誕生日を迎えるドライバーに発給される場合がある。

その年にＩ Ｔ Ｆ ライセンスにアッ プグレードすること が最終と なる。

３ ． ５ ） ドライバートレーニング

初めてＩ Ｔ Ｇラ イセンスを取得申請する者は、 Ｆ Ｉ Ａジュ ニアｅ -ラーニング
による安全講習を受けなければならない。

第４条 インターナショ ナルグレードＦ （ Ｉ Ｔ Ｆ ）

４ ． １ ） 以下に必要な最低ライセンス

ａ ） Circuit（ サーキッ ト ）
シニアカートＯＫ（ ギアボッ クス無しカテゴリ ーのみ） 、 ジュ ニアオートクロ

ス、ジュ ニアＸ Ｃ、 または同等のカテゴリ ーに限定して必要。

ｂ ） Road（ 道路）
Ｒｏ ａ ｄ （ 道路） での競技には有効ではない。

４． ２ ） 年齢基準

１３歳（ 参加年の１月１日以前に１３歳の誕生日を迎える） から１５歳（ 参加

カレンダー年中に１５歳の誕生日を迎える） の間のドライバー。

４ ． ３ ） 資格基準

申請者は、国際グレードＧライセンスまたは同等グレードの国内ライセンスを

保有し、以下の資格を完了していなければならない。

ドライバーは、第１条９に定めるＡＳＮ承認の競技に少なく と も５回出場し、

ライセンス発給元のＡＳＮが満足する競技を行う こ と が確認されていなければ

ならない。

疑義を避けるため、 ライセンス発給元のＡＳＮは、 ライセンス発給元のＡＳＮ

が承認していない競技である場合、開催国のＡＳＮからの報告を要求するこ と 。

４ ． ４ ） 補足条件

ドライバーは、 ＡＳＮ認可の医師による適性検査を受けなければならず、 その

際、身長と 体重が記録されなければならない。

また、競技中常に、 ドラ イバーの体重（ 装備品を含む） は、 ４ ０ ｋ ｇ 以上でな

ければならない。

ライセンスは、 ドライバーの１ ５歳の誕生日を過ぎても、 その年の終わり まで

有効と すること ができる。

その年にＩ Ｔ Ｅライセンスにアッ プグレードすること が最終と なる。
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４ ． ５ ） ドライバートレーニング

初めてＩ Ｔ Ｆ ラ イセンスを取得申請する者は、 Ｆ Ｉ Ａジュ ニアｅ -ラーニング
による安全講習を受けなければならない。

第５条 インターナショ ナルグレードＥ（ Ｉ Ｔ Ｅ ）

５ ． １ ） 以下に必要な最低ライセンス

ａ ） Circuit（ サーキッ ト ）
カートＯＫ－シニア（ ギアボッ クス無しおよびギアボッ ク スカテゴリ ー） 、 ジ

ュ ニアオートク ロス、 Ｘ Ｃ－シニア、 または同等のカテゴリ ーに、 パワーウエ

イトレシオに関係なく 限定して必要。

ラリ ークロスカーでパワーウエイトレシオが５ ｋ ｇ ／ｈ ｐ を超えるもの。

ｂ ） Road（ 道路）
Ｒｏ ａ ｄ （ 道路） での競技には有効ではない。

５． ２ ） 年齢基準

１４歳の（ 参加年の１月１日以前に１４歳の誕生日を迎える） ドライバー。

５ ． ３ ） 資格基準

申請者は、国際グレードＦ またはＧライセンス、 あるいは同等グレードの国内

ライセンスを保有し、以下の資格を完了していなければならない。

ドライバーは、第１条９に定めるＡＳＮ承認の競技に少なく と も５回出場し、

ライセンス発給元のＡＳＮが満足する競技を行う こ と が確認されていなければ

ならない。

疑義を避けるため、 ライセンス発給元のＡＳＮは、 ライセンス発給元のＡＳＮ

が承認していない競技である場合、開催国のＡＳＮからの報告を要求するこ と 。

５ ． ４ ） ドライバートレーニング

初めてＩ Ｔ Ｅラ イセンスを取得申請する者は、 Ｆ Ｉ Ａジュ ニアｅ -ラーニング
による安全講習を受けなければならない。

第６条 インターナショ ナルグレードＤ（ Ｉ Ｔ Ｄ－Ｃ）

６． １ ） 以下に必要な最低ライセンス

ａ ） Circuit（ サーキッ ト ）
パワーウエイトレシオが３ ｋ ｇ ／ｈ ｐ を超えるすべてのサーキッ トカーに必要

と される。

シングルシーター、 ＧＴ 、 ツーリ ングカー、 オートクロス（ オートクロススー

パーバギーを除く ） 、 ラ リ ークロス（ スーパーカーを除く ） 、 トラ ッ ク （ Ｆ Ｉ

Ａトラ ッ クを除く ） 、 ドリ フ ト、 または同等のカテゴリ ー。

サーキッ ト競技に参加するヒ ストリ ッ ク カー（ 第８条１項ａ に掲げるものを除
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く 。 ）

ｂ ） Road（ 道路）
Ｒｏ ａ ｄ （ 道路） での競技には有効ではない。

６． ２ ） 年齢基準

ドライバーは、満１６歳（ 生年月日に依る） 以上で、第６条３項に定める資格

基準を満たさなければならない。

６． ３ ） 資格基準

申請者は、国際グレードＥライセンスまたは同等グレードの国内ライセンスを

保有し、以下の資格を完了していなければならない。

ドライバーは、第１ 条９に定めるＡＳＮ承認の競技に少なく と も５回出場し、

ライセンス発給元のＡＳＮが満足する競技を行う こ と が確認されていなければ

ならない。

疑義を避けるため、 ライセンス発給元のＡＳＮは、 ライセンス発給元のＡＳＮ

が承認していない競技である場合、開催国のＡＳＮからの報告を要求するこ と 。

６ ． ４ ） ドライバートレーニング

初めてＩ Ｔ Ｄ Ｃライセンスを取得申請する者は、 Ｆ Ｉ Ａ ｅ －ラーニングに

よるCi rcui t （ サーキッ ト ） の安全講習を受けなければならない。

第７条 インターナショ ナルグレードＤ（ Ｉ Ｔ Ｄ－Ｒ）

７． １ ） 以下に必要な最低ライセンス

ａ ） Circuit（ サーキッ ト ）
Ci rcui t （ サーキッ ト ） での競技には有効ではない。

ｂ ） Road（ 道路）
パワーウエイトレシオが５ ｋ ｇ ／ｈ ｐ を超えるすべてのロードカーに必要であ

る。

スポーツラ リ ー車両（ Ral l y3、 Ral l y4、 Ral l y5） 、 ク ロスカントリ ー車（ Ｔ １
除く ） 、 またはそれと 同等なカテゴリ ー。

ヒ ルクラ イム車両。ただし、 Ｆ Ｉ Ａ付則Ｊ 項第２５ １条１ ． １項に定めるカテ

ゴリ ーI IのグループCN、 D、 E2に属する車は除く （ W/ P比は適用しない） 。
付則Ｋ項で定義され認められた一切のヒ スト リ ッ ク ラ リ ーカー（ W/ P比は適用
されない。 ）

７ ． ２ ） 年齢基準

ドライバーは、満１６歳（ 生年月日に依る） 以上で、第７条３項に定める資格

基準を満たさなければならない。

７． ３ ） 資格基準

申請者は、国際グレードＥライセンスまたは同等グレードの国内ライセンスを
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保有し、以下の資格を完了していなければならない。

ドライバーは、第１条９に定めるＡＳＮ承認の競技に少なく と も５回出場し、

ライセンス発給元のＡＳＮが満足する競技を行う こ と が確認されていなければ

ならない。

疑義を避けるため、 ライセンス発給元のＡＳＮは、 ライセンス発給元のＡＳＮ

が承認していない競技である場合、開催国のＡＳＮからの報告を要求するこ と 。

７ ． ４ ） ドライバートレーニング

初めてＩ Ｔ Ｄ－Ｒライセンスを取得申請するドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａ ｅ －ラー

ニングによるRoad（ 道路） の安全講習を受けなければならない。
Ｉ Ｔ Ｄ－Ｒ免許を申請するドラ イバーは、過去３年以内に関連する地方自治体

によっ て認定された応急処置トレーニングプロバイダーの応急処置コースを修

了していること が強く 推奨される。

応急処置コースは、最低限、以下を含むべきである：

ａ ） 現場の安全確保

ｂ ） 意識のない患者の評価

ｃ ） 回復体位

ｄ ） 心肺蘇生法（ ＣＰＲ）

ｅ ） 熱傷の管理

ｆ ） 致死的出血

第８条 インターナショ ナルグレードＣ（ Ｉ Ｔ Ｃ－Ｃ）

８． １ ） 以下に必要な最低ライセンス

ａ ） Circuit（ サーキッ ト ）
パワーウエイトレシオが２ ｋ ｇ ／ｈ ｐ と ３ ｋ ｇ ／ｈ ｐ の間のすべてのサーキッ

ト車両に必要と される。

シングルシーター、 プロトタ イプ、 ＧＴ 、 ツーリ ングカー、 Ｆ Ｉ Ａオートクロ

ススーパーバギー、 Ｆ Ｉ Ａラ リ ーク ロススーパーカー、およびＦ Ｉ Ａトラ ッ ク

選手権、または同等のカテゴリ ー。

ヒ ストリ ッ ク Ｆ １車両（ ピリ オドＧ以降） 、 Ｆ ２車両（ ピリ オドＨ以降） 、 イ

ンディ カー（ ピリ オドＧ以降） 、 フ ォ ーミ ュ ラ ５ ０ ０ ０およびフ ォ ーミ ュ ラＡ

車両（ すべて） 、 グループＣカー（ すべて） 、 カンナムカー（ すべて） 、 ２ リ

ッ ターを超えるスポーツプロトタイプ（ ピリ オドＧ以降） はパワーウエイトレ

シオに関係なく 。

ｂ ） Road（ 道路）
Ｒｏ ａ ｄ （ 道路） での競技には有効ではない。

８． ２ ） 年齢基準

ドライバーは、満１６歳（ 生年月日に依る） 以上で、第８条３項に定める資格

基準を満たさなければならない。
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８ ． ３ ） 資格基準

申請者は、国際グレードＥライセンスまたは同等グレードの国内ライセンスを

保有し、以下の資格を完了していなければならない。

ドライバーは、申請前２年以内に、第１条９に規定する競技において、 ライセ

ンス発給元のＡＳＮが満足する競技を行っ たこ と が確認されなければならな

い：

ａ ） Ｉ Ｔ Ｄ－Ｃラ イセンスで、 ＡＳＮ承認のサーキッ ト競技に少なく と も５回

出場していること 。

または

ｂ ） Ｉ Ｔ Ｅラ イセンスで、 ＡＳＮ承認のサーキッ ト競技に１０回以上出場して

いること 。

または

ｃ ） 同等グレードの国内ラ イセンスで、 少なく と も１ ０回のＡＳＮ承認競技

（ 最低５回のサーキッ ト競技） に出場していること 。

カート、 シングルシーター、 ＧＴ 、 ツーリ ングカー、 オートク ロス、 ラ リ ーク

ロス、 ヒ スト リ ッ ク サーキッ ト 、 およびトラ ッ ク 、 またはそれと 同等な競技

（ ドリ フトを除く ） 。

その他の種目の競技は一切考慮されない。

疑義を避けるため、 ライセンス発給元のＡＳＮは、 ライセンス発給元のＡＳＮ

が承認していない競技である場合、開催国のＡＳＮからの報告を要求するこ と 。

８ ． ４ ） ドライバートレーニング

初めてＩ Ｔ Ｃ－Ｃライセンスを取得申請するドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａ ｅ －ラー

ニングによるCi rcui t （ サーキッ ト ） の安全講習を受けなければならない。

第９条 インターナショ ナルグレードＣ（ Ｉ Ｔ Ｃ－Ｒ）

９． １ ） 以下に必要な最低ライセンス

ａ ） Circuit（ サーキッ ト ）
Ci rcui t （ サーキッ ト ） での競技には有効ではない。

ｂ ） Road（ 道路）
パワーウエイトレシオが３ ｋ ｇ ／ｈ ｐ と ５ ｋ ｇ ／ｈ ｐ の間のすべての一般道用

車両に必要と される。

スポーツラ リ ー車（ Ｒａ ｌ ｌ ｙ １ 、 Ｒａ ｌ ｌ ｙ ２ 、 およびＲＧＴ ） 、 ク ロスカ

ントリ ー（ Ｔ １ ） 車、またはそれと同等なカテゴリ ー

Ｆ Ｉ Ａ付則Ｊ 項第２５ １条１項１に定めるカテゴリ ーI IのグループＣＮ、 Ｄ、
Ｅ２に属するヒ ルクライムカー（ Ｗ／Ｐレシオは適用されない）

９ ． ２ ） 年齢基準

ドライバーは、満１６歳（ 生年月日に依る） 以上で、第９条３項に定める資格

基準を満たさなければならない。
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９ ． ３ ） 資格基準

申請者は、国際グレードＤ－Ｒライセンスまたは同等グレードの国内ライセン

スを保有し、以下の資格を完了していなければならない。

ドライバーは、申請前２年以内に、第１条９に規定する競技において、 ライセ

ンス発給元のＡＳＮが満足する競技を行っ たこ と が確認されなければならない。

ａ ） Ｉ Ｔ Ｄ－Ｒライセンスで、 ＡＳＮ承認のRoad（ 道路） 競技に少なく と も５
回出場していること 。

または

ｂ ） 同等グレードの国内ラ イセンスで、 少なく と も１ ０回のＡＳＮ承認競技

（ 最低５回のRoad（ 道路） 競技） に出場していること 。
スポーツラ リ ー、 クロスカント リ ーあるいはヒ ルクライム、 またはそれと 同等

な競技。

その他の種目の競技は一切考慮されない。

疑義を避けるため、 ライセンス発給元のＡＳＮは、 ライセンス発給元のＡＳＮ

が承認していない競技である場合、開催国のＡＳＮからの報告を要求するこ と 。

９ ． ４ ） ドライバートレーニング

初めてＩ Ｔ Ｃ－Ｒライセンスを取得申請するドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａ ｅ －ラー

ニングによるRoad（ 道路） の安全講習を受けなければならない。
Ｉ Ｔ Ｄ－Ｒ免許を申請するドラ イバーは、過去３年以内に関連する地方自治体

によっ て認定された応急処置トレーニングプロバイダーの応急処置コースを修

了していること が強く 推奨される。

応急処置コースは、最低限、以下を含むべきである：

ａ ） 現場の安全確保

ｂ ） 意識のない患者の評価

ｃ ） 回復体位

ｄ ） 心肺蘇生法（ ＣＰＲ）

ｅ ） 熱傷の管理

ｆ ） 致死的出血

第１０条 インターナショ ナルグレードＢ（ Ｉ Ｔ Ｂ）

１ ０ ． １ ） 以下に必要な最低ライセンス

ａ ） Circuit（ サーキッ ト ）
パワーウエイトレシオが１ ｋ ｇ ／ｈ ｐ と ２ ｋ ｇ ／ｈ ｐ と の間のすべての車両に

必要と される

シングルシーター、 プロトタイプ、 ＧＴ 、 およびツーリ ングカー、 またはそれ

と 同等なカテゴリ ー

ｂ ） Road（ 道路）
Ｒｏ ａ ｄ （ 道路） での競技には有効ではない。
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１ ０ ． ２ ） 年齢基準

ドライバーは、満１６歳（ 生年月日に依る） 以上で、第１０条３項に定める資

格基準を満たさなければならない。

１０ ． ３ ） 資格基準

申請者は、国際グレードＣ－Ｃライセンスを保有し、以下の資格を完了してい

なければならない。

ドライバーは、申請前２年以内に、第１条９に規定するＡＳＮ承認のサーキッ

ト競技において、少なく と も５回、 ライセンス発給元のＡＳＮが満足する競技

を行っ たこ と が確認されなければならない。 その２年間に２０ ２ ０年または２

０２１年が含まれる場合、申請前の３年間が代わり に考慮される。

シングルシーター、 プロトタイプ、 ＧＴ 、 またはツーリ ングカーの競技で、最

低限必要なライセンスがＩ Ｔ Ｃ－Ｃである場合。

その他の種目の競技は一切考慮されない。

疑義を避けるため、 ライセンス発給元のＡＳＮは、 ライセンス発給元のＡＳＮ

が承認していない競技である場合、競技の親ＡＳＮからの報告を要求するこ と 。

１ ０ ． ４ ） 更新または失効

グレードＢライセンスに対する資格を維持するためには、 そのドライバーは１

２ ヵ 月毎に適切なカテゴリ ーの国際格式競技に最低１戦出場しているか、 また

そう でない場合には国際格式競技の練習走行期間の間、 ライセンスを発給して

いるＡＳＮが納得するまで、再審査されなく てはならない。 その１２ ヶ月の期

間に２０ ２ ０年または２ ０ ２ １年が含まれる場合は、申請前の２ ４ヶ月間を考

慮すること 。

第１１条 インターナショ ナルグレードＡ（ Ｉ Ｔ Ａ）

１ １ ． １ ） 以下に必要な最低ライセンス

ａ ） Circuit（ サーキッ ト ）
パワーウエイトレシオが１ ｋ ｇ ／ｈ ｐ 以下のすべての車両に必要と される

シングルシーター、 プロトタイプ、またはそれと 同等なカテゴリ ー

ｂ ） Road（ 道路）
Ｒｏ ａ ｄ （ 道路） での競技には有効ではない。

１１ ． ２ ） 年齢基準

ドライバーは、満１７歳（ 生年月日に依る） 以上で、第１１条３項および第１

１条４項に定める資格基準を満たさなければならない。

１１ ． ３ ） 資格基準

ドライバーは、現行のＦ Ｉ Ａ国際グレードＢライセンスを保有していなければ

ならない。

ドライバーは、 グレードＣの選手権の６大会を出場完了していなければならな

い。
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１ １ ． ４ ） 補足条件

１１ ４ １. .  ドライバーは少なく と も累計１４ポイントを獲得していなければならない。
ＡＳＮは次のいずれかで累積したポイント数のいずれか高い方を考慮する

（ ａ ） 申請日直前の３カレンダー年間、あるいは（ ｂ ） 申請のカレンダー年

に累計したポイントに加えて申請日直前の２カレンダー年間。

（ ａ ） の申請日の直前の３カレンダー年に２０ ２ ０年または２ ０ ２１年が含

まれる場合、ＡＳＮは申請の年の直前の４カレンダー年のう ちいずれか３カ

レンダー年間で蓄積された最も高いポイント数を考慮する。 （ ｂ ） に記載さ

れた申請日の直前の２カレンダー年に２０２ ０年または２ ０２ １年が含まれ

る場合、 ＡＳＮは、申請のカレンダー年の累積ポイントに加えて、申請日の

年の直前の３カレンダー年のう ちのいずれか２カレンダー年における最高の

累積ポイントを考慮する。

すべてのポイントは付則１に掲載される。 ＡＳＮはこれらを考慮するにあた

り 第１１条４ ３. 及び第１１条４ ４. の規定に認められる一切のポイントを含

める

１１ ４ ２. .  ドライバーは、付則１にあるいずれかの選手権での、 ２つのフルシーズンに
おいて、各々少なく と も８０％に参戦していなければならない。

１１ ４ ３. .  グレードＢ選手権、あるいはＦ Ｉ Ａ Ｆ ３レジョ ナル選手権にて２つのフル

シーズンを完了したドライバーには、一回限り 追加の５ポイントが与えられ

る。 これらの追加ポイントはグレードＡライセンスの必要条件についてのみ

数えられる。

１１ ４ ４. .  管轄のＡＳＮにより 、適切な技能と 経験を有していると 見なされたドライバ
ーには、 ライセンス発給ＡＳＮの裁量にて、 １～最大５ポイントの追加点が

与えられる。 これらの追加ポイントはグレードＡライセンスの必要条件につ

いてのみ数えられる。

１１ ． ５ ） ドライバーのトレーニング

国際モータースポーツ競技規則の最重要項目について、 ドライバーは管轄のＡ

ＳＮによっ て実施される質問セッ ショ ンを成功裡に終了させなければならない。

１１ ． ６ ） 更新あるいは失効

グレードＡライセンスに対する資格を維持するためには、 そのドライバーは１

２ ヵ 月毎に適切なカテゴリ ーの国際格式競技に最低１戦出場しているか、 また

そう でない場合には国際格式競技の練習走行期間の間、 ライセンスを発給して

いるＡＳＮが納得するまで、再審査されなく てはならない。 その１２ ヶ月の期

間に２０ ２ ０年または２ ０ ２ １年が含まれる場合は、申請前の２ ４ヶ月間を考

慮すること 。

第１２条 インターナショ ナルグレードＤ１ （ Ｉ Ｔ Ｄ１ ）

１ ２ ． １ ） 以下に必要な最低ライセンス

Ｉ Ｔ Ｄ１ ライセンスは、 Ｆ Ｉ ＡがＩ Ｔ Ｄ１ ラ イセンス保持者の参加を個別に認

め、 Ｆ Ｉ Ａ国際カレンダーにその旨記載されている特定の国際競技にのみ有効

である。
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１ ２ ． ２ ） 年齢基準

ドライバーは、満１６歳（ 生年月日に依る） 以上でなければならない。

１２ ． ３ ） 資格基準

取得に当っ て試行期間が必要と されること はない。 Ｉ Ｔ Ｄ１ ラ イセンスは１競

技についてのみ有効であり 、当該競技会の名称と 日付が、発給ＡＳＮによっ て

ライセンス上に記載されていなく てはならない。

本ライセンスには、当該競技における本ライセンス所持者の役目および走行許

可の有無が明記されていなければならない。競技が公道で行われる場合には、

（ 当該公道が閉鎖されるか否かを問わず） 、 Ｉ Ｔ Ｄ１ ライセンス所持者は、当

該競技が開催される国で有効な運転免許証を所持していなければならない。

個々のドライバーに対してこのライセンスの発行回数に制限はない。

１２ ． ４ ） ドライバートレーニング

初めてＩ Ｔ Ｄ１ ラ イセンスを取得申請する者は、 Ｆ Ｉ Ａ ｅ －ラーニングによ

る安全講習を受けなければならない。

第１３条 スーパーライセンスの資格と発給条件
Ｆ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラワンのスーパーライセンスはＦ Ｉ Ａによっ て発給される。

１３． １ ） 資格

１３ １ １. .  ドライバーは、現行のＦ Ｉ Ａ国際グレードＡライセンスの所持者でなければ
ならない。

１３ １ ２. .  スーパーライセンスの初回申請の際、 ドライバーは有効な運転免許証の所持
者でなければならない。

１３ １ ３. .  ドライバーは、最初に参加するＦ １競技大会の開始時点で、少なく と も１８
歳でなければならない。

１３ １ ４. .  ａ ） スーパーライセンスの初回申請の際、 または本条項１３ ． １ ． ６ ｃ ）

に基づきスーパーライセンスを申請する際は、 ドライバーは国際スポーツ競

技規則、およびＦ １競技規則の最重要事項に関する質問セッ ショ ンを成功裡

に修了しなければならない。

ｂ ） すべてのＦ １スーパーライセンスの要請においては、当該Ｆ １チームは、

国際モータースポーツ競技規則およびＦ １競技規則の最重要事項についての

ブリ ーフ ィ ングをドライバーと と もに開催したこと をＦ １スーパーライセン

ス申請書を介して証明しなければならない。

１３ １ ５. .  ドライバーは、付則１にあるいずれかのシングルシーターの選手権での、 ２
つのフルシーズンにおいて、各々少なく と も８０％に参戦していなければな

らない。

１３ １ ６. .  更にドライバーは、以下の必要条件の少なく と も１つを満たさなければなら
ない：

ａ ） 申請前の３年間に少なく と も４ ０ポイントを累積する。 Ｆ Ｉ Ａは次のい

ずれかで累積したポイントのいずれか高い方を考慮する（ ａ ） 申請日直前の

３カレンダー年間、あるいは（ ｂ ） 申請のカレンダー年に累計したポイント

に加えて申請日直前の２カレンダー年間。すべてのポイントは付則１に掲載
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される。 （ ａ ） の申請日の直前の３カレンダー年間が２０ ２０年または２０

２１年を含む場合、 Ｆ Ｉ Ａは、申請日の直前の４カレンダー年間のう ち、い

ずれかの３カレンダー年間に蓄積された最高ポイント数を考慮する。 （ ｂ ）

の申請日の年の直前の２カレンダー年間が２０ ２０年または２０ ２ １年を含

む場合、 Ｆ Ｉ Ａは、申請のカレンダー年のポイントに加えて、申請日の年の

直前の３カレンダー年間のう ち、いずれかの２カレンダー年間に蓄積された

最高ポイント数を考慮する。

ｂ ） スーパーライセンス（ 練習専用のスーパーライセンスを除く ） を取得し

ており 、申請前に過去３年間のいずれかでＦ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラ１世界選手権

のフ リ ー走行中に１００ km以上完走したこと がある。
ｃ ） 過去３年の間より 前にスーパーライセンス（ 練習専用のスーパーライセ

ンスは除く ） が与えられたこ と がある。 この場合、ドライバーは、 シングル

シーターのフ ォ ーミ ュ ラ車両において、近年中に一貫して突出した才能があ

ると Ｆ Ｉ Ａで独自に判断されなければならない。

ｄ ） スーパーライセンスポイントを３ ０点以上獲得しているが、付則１に記

載された選手権の１つ以上に参加している間に、 Ｆ Ｉ Ａの独自の判断で、そ

の者のコントロールが及ばない状況あるいは不可抗力により 、上記ａ ） から

ｃ ） のいずれかに該当する資格を得ること ができないと 判断された者。

さらに、 ｂ ） 、 ｃ ） およびｄ ） について：

当該Ｆ １チームは申請に先立つ１８ ０日以内に申請者が相当と するフ ォ ーミ

ュ ラ ワンの車両(1)で、最低３ ０ ０ kmをレーシングスピードで最大２日間の
間に走行していること を、 テストを行っ た国のＡＳＮが証明されるか、 Ｆ Ｉ

Ａフ ォ ーミ ュ ラワン世界選手権ドライバー部門対象のイベント中に申請者が

行っ たこ と を示さなければならない。 ドライバーがヒ ストリ ッ ク カーで最低

３０ ０ kmを走行したと いう 場合、当該Ｆ １チームは、 Ｆ １スーパーライセン
ス申請書式にて、当該ドライバーがすべての関連する現行車両の制御と シス

テムについて正しく 習熟するためのブリ ーフ ィ ングを行っ たこと を証明しな

ければならない。
(1)現行車両、以前の車両あるいはヒ スト リ ッ ク カーはF１競技規則で定められたもの。

１ ３ ． ２ ） 練習専用のスーパーライセンスの取得要件

１３ ２ １. .  ドライバーは現在有効なＦ Ｉ Ａ国際グレードＡライセンスを保有していなけ
ればならない。

１３ ２ ２. .  練習専用のスーパーライセンスの初回申請の際、 ドライバーは有効な運転免
許証の所持者でなければならない。

１３ ２ ３. .  ドライバーは、最初に参加するＦ １競技大会の開催時点で少なく と も18才で
なければならない。

１３ ２ ４. .  ａ ） 練習専用のスーパーライセンスの初回申請時ドライバーはＦ Ｉ Ａフ ォ ー
ミ ュ ラ２選手権の６つの競技会を完了しているか、前の３年以内で累積２５

ポイントを獲得していなければならない。申請日の直前の３カレンダー年に

２０ ２０年または２ ０２ １年が含まれている場合、 Ｆ Ｉ Ａは申請日の年の直

前の４カレンダー年のう ち、 いずれか３カレンダー年で累積した最も高いポ

イントを考慮する。 さらにドライバーは国際モータースポーツ競技規則およ

びＦ １競技規則の最重要項目に関する質問セッ ショ ンを成功裡に終了させな

ければならない。

ｂ ） すべての練習専用のスーパーライセンスの要請においてドライバーは、



17 / 28

Ｆ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラ２選手権のフルシーズンを完了しているか、前の３年以

内で累積２５ポイントを獲得していなければならない。 さらに、当該Ｆ １チ

ームは、国際モータースポーツ競技規則およびＦ １競技規則の最重要事項に

ついてのブリ ーフ ィ ングをドライバーと と もに開催したこ と を、 Ｆ １スーパ

ーライセンス申請書を介して証明しなければならない。

１３ ２ ５. .  ドライバーは、シングルシーターのフ ォ ーミ ュ ラカーで突出した才能がある
こ と を示し、 Ｆ Ｉ Ａにより 認められた者。当該Ｆ １チームは、申請に先立つ

１ ８ ０日以内に申請者が相当と するフ ォ ーミ ュ ラ ワンの車両(1)で、最低３
０ ０ kmをレーシングスピードで最大２日間の間に走行しているこ と を、 テス
トを行っ た国のＡＳＮが証明していること を示さなければならない。 ドライ

バーがヒ ストリ ッ ク カーで最低３００㎞を走行したと いう 場合、当該Ｆ １チ

ームは、 Ｆ １スーパーライセンス申請書式にて、当該ドライバーがすべての

関連する現行車両の制御と システムについて正しく 習熟するためのブリ ーフ

ィ ングを行っ たこと を証明しなければならない。

１３ ２ ６. .  ドライバーは１２ ヵ 月は試行期間と され、練習専用のスーパーライセンスは
仮所持であり 、いつでも再審査を受けること になる。

(1)現行車両、以前の車両あるいはヒ ストリ ッ ク カーはF１競技規則で定められたもの。

１ ３ ． ３ ） 申請手順

ａ ） 申請者が参戦しよう と する最初のＦ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラワン世界選手権競技の

車両検査の１４日前までに申請を完了しなければならない。やむを得ない理

由により 選手権のドライバー交代をする場合は、その競技の最初の車両検査

が始まる４８時間以上前にＦ Ｉ Ａに申請が受理されていなければならない。

ｂ ） 現有の競技ライセンスを発給したＡＳＮは、 ドライバーの競技記録、現有の

国際Ａライセンスナンバーと と もに特別な推薦状を一緒に提出しなければな

らない。

ｃ ） ドラ イバーは、完璧なスーパーライセンス申請書をＦ Ｉ Ａに提出しなければ

ならない。

ｄ ） 年間のスーパーライセンス料金がＦ Ｉ Ａに支払われていなければならない。

１３． ４ ） 発給条件

１３ ４ １ １ ３. .  ． １ ） あるいは１ ３ ． ２ ） および１３ ． ３ ） の条件を満たしていれば、

Ｆ Ｉ Ａはスーパーライセンスを発給する。

１３ ４ ２. .  スーパーライセンスは発給した年の末日まで有効である。
１３ ４ ３. .  スーパーライセンスを取得したドライバーについて、見習い期間である初の

フォ ーミ ュ ラワンレースの後１２ ヵ 月の間は、いつでも再審査が行われる。

第１４条 ｅ ライセンスの取得条件

１４． １ ） ｅ ライセンスの取得資格

１４ １ １. .  ドライバーは、有効なＦ Ｉ Ａ国際グレードＢライセンス許可の所持者でなけ
ればならない。

１４ １ ２. .  ドライバーは、初めてｅ ライセンスを申請する時には有効な運転免許証を所
持してしなければならない。

１４ １ ３. .  ドライバーは、最初のフ ォーミ ュ ラ Ｅ競技会の開始時に、少なく と も１ ８歳
でなければならない。
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１ ４ １ ４. .  ドライバーは、競技にかかる電気的な安全面、技術面、競技面についての最
重要事項のトレーニング過程を成功裡に修了しなければならない。

１４ １ ５. .  ドライバーは、国際スポーツ競技規則と Ｆ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラＥ世界選手権の
競技規則の最重要事項の質問セッ ショ ンを成功裡に修了しなければならない。

１４ １ ６. .  ドラ イバーは、以下の必要条件の少なく と も１ つを満たさなければならな
い：

ａ ） 前年シーズンにＦ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラＥ世界選手権のドライバーと して少

なく と も３つのレースに出場しているか、 ３年シーズン以内に１０回出場。

ｂ ） 申請前の３年間に少なく と も２ ０ポイントを累積。 Ｆ Ｉ Ａは次のいずれ

かで累積したポイントのいずれか高い方を考慮する（ ａ ） 申請日直前の３カ

レンダー年間、あるいは（ ｂ ） 申請のカレンダー年に累計したポイントに加

えて申請日直前の２カレンダー年間。すべてのポイントは付則１に掲載され

る。 （ ａ ） の申請日の直前の３カレンダー年に２０２ ０年または２ ０２ １年

が含まれる場合、 Ｆ Ｉ Ａは申請日の年の直前の４カレンダー年のう ち、 いず

れか３カレンダー年に蓄積された最高ポイント数を考慮する。 （ ｂ ） の申請

日の直前の２カレンダー年に２０２ ０年または２０２ １年が含まれる場合、

Ｆ Ｉ Ａは申請のカレンダー年の累積ポイントに加え、申請日の年の直前の３

カレンダー年のう ちいずれか２カレンダー年での最高ポイントを考慮する。

ｃ ） 過去にＦ １スーパーライセンスを所持。

この場合、 ドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラ １世界選手権あるいは付則１

に掲載される選手権の１つ以上において、近年中に一貫して突出した才能が

あると Ｆ Ｉ Ａで独自に判断されなければならない。

ｄ ） 上記ａ ） から ｃ ） の資格要件を満たす機会がないが、 シングルシーター

のフ ォ ーミ ュ ラカーにおいて顕著な才能を一貫して示したと Ｆ Ｉ Ａに独自で

判断された者、あるいは付則１に掲載される選手権において最低20ポイント
（ 優勝者／シーズン） を付与された者。

１４． ２ ） フ リ ープラクティ ス限定ｅ -ライセンスの資格
１４ ２ １. .  ドライバーは、有効なＦ Ｉ Ａ国際グレードＢライセンス許可証の所持者でな

ければならない。

１４ ２ ２. .  ドラ イバーは、初めてフ リ ープラ クティ ス限定ｅ -ラ イセンスを申請する際
には、有効な運転免許証を所持していなければならない。

１４ ２ ３. .  ドライバーは、最初のフ ォーミ ュ ラ Ｅ競技会の開始時に、少なく と も１８歳
でなければならない。

１４ ２ ４. .  ドライバーは、 フ ォ ーミ ュ ラ Ｅ競技の電気的な安全面、技術面、競技面につ
いての最重要事項のトレーニング過程を成功裡に修了しなければならない。

１４ ２ ５. .  ドライバーは、国際スポーツ競技規則と Ｆ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラＥ世界選手権の
競技規則の最重要事項の質問セッ ショ ンを成功裡に修了しなければならない。

１４ ２ ６. .  ドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラ Ｅ選手権あるいはＦ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラ Ｅ
世界選手権のレースに過去に参加したこと のない者でなければならない。

１４ ２ ７. .  ドラ イバーは、以下の必要条件の少なく と も１ つを満たさなければならな
い：

ａ ） 少なく と も１ ０ポイントを累積済み。 Ｆ Ｉ Ａは次のいずれかで累積した

ポイントの高い方を考慮する（ ａ ） 申請日直前の３カレンダー年間、あるい

は（ ｂ ） 申請のカレンダー年に累計したポイントに加えて申請日直前の２カ

レンダー年間。すべてのポイントは付則１に掲載される。 （ ａ ） の申請日の
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直前の３カレンダー年に２０ ２ ０年または２０ ２ １年が含まれる場合、 Ｆ Ｉ

Ａは申請日の年の直前の４カレンダー年のう ち、 いずれか３カレンダー年に

蓄積された最高ポイント数を考慮する。 （ ｂ ） の申請日の直前の２カレンダ

ー年に２０ ２ ０年または２０ ２ １年が含まれる場合、Ｆ Ｉ Ａは申請のカレン

ダー年の累積ポイントに加え、申請日の年の直前の３カレンダー年のう ち、

いずれか２カレンダー年で蓄積された最高ポイント数を考慮する。

ｂ ） 上記ａ ） の資格要件を満たす機会がないが、 シングルシーターのフ ォ

ーミ ュ ラカーにおいて顕著な才能を一貫して示したと Ｆ Ｉ Ａに独自で判断さ

れた者、あるいは付則１に掲載される選手権において最低１５ポイント（ 優

勝者／シーズン） を付与された者。

１４． ３ ） 申請手順

１４ ３ １ １ ４. .  ． １ ． ６ ａ ） 、 ｂ ） またはｃ ） 、 あるいは１ ４ ． ２ ． ７ ａ ） の下で資格

を有するドライバーについては、参戦しよう と する最初のＦ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ

ラ Ｅ世界選手権競技の車両検査の１４日前までに申請を完了しなければなら

ない。やむを得ない理由により 選手権のドライバー交代をする場合は、その

競技の最初の車両検査が始まる４８時間以上前にＦ Ｉ Ａに申請が受理されて

いなければならない。

１４ ３ ２ １ ４. .  ． １ ． ６ ｄ ） 、 あるいは１ ４． ２ ． ７ ｂ ） の下で資格を有するドライバ

ーについては、参戦しよう と する最初のＦ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラＥ世界選手権競

技の車両検査の２１日前までに申請を完了しなければならない。

１４ ３ ３. .  初めてｅ ライセンスを申請するドライバーの場合、現有の競技ライセンスを
発給したＡＳＮは、 ドライバーの競技記録、現有の国際Ｂライセンスナンバ

ーと と もに特別な推薦状を一緒にＦ Ｉ Ａへ提出しなければならない。

１４ ３ ４. .  ドライバーは、完璧なｅ ライセンス申請書をＦ Ｉ Ａに提出しなければならな
い。

１４ ３ ５. .  年間のｅ ライセンス料金がＦ Ｉ Ａに支払われていなければならない。

１４ ． ４ ） 発給条件

１４ ４ １ １４. .  ． １ ） あるいは１ ４ ． ２ ） および１４ ． ３ ） の条件を満たしていること

をＦ Ｉ Ａが確認した場合、 Ｆ Ｉ Ａはｅ ライセンスを発給する。

１４ ４ ２. .  ｅ ライセンスは発給したシーズンの末日まで有効である。
１４ ４ ３. .  どのよう なｅ ライセンスを取得したドライバーについても、見習い期間であ

る初のフ ォ ーミ ュ ラ Ｅレースの後１ ２ ヵ 月の間は、 そのeラ イセンスは暫定
的であり 、 いつでも再審査が行われる。

第１５条 すべての世界陸上スピード記録挑戦のためのライセンス

１５． １ ） ドライバーライセンス発給

１５ １ １ １０. .  ｋ ｍ超または１０マイル超のクローズドトラ ッ クまたはオープントラッ

クで開催される距離、時間、 またはワールドクローズドコース絶対陸上スピ

ード記録挑戦に参加するすべての車両についてのライセンス要件

１０ ｋ ｍ超または１０マイル超のクローズドトラ ッ クまたはオープントラ ッ

クで開催される距離、時間、 またはワールドクローズドコース絶対記録挑戦
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（ 国際モータースポーツ競技規則付則Ｄに定義されている） では、 Ｆ Ｉ Ａ国

際ドライバーライセンスが必要と される。要求されるライセンスは、表１で

指定されているよう に、記録挑戦の間に達するこ と が予想される最大速度に

より 異なる。表２に記載されているよう に、 Ｆ Ｉ Ａ陸上スピード記録（ Ｌ Ｓ

Ｒ） ドライバーライセンスも必要と される。

表１

ライセンスタイプ 最大速度

最低グレードＤ Ｆ Ｉ Ａ国際ドライ

バーライセンス

２００ ｋ ｐ ｈ 以下

（ １２ ５ｍｐ ｈ 未満）

最低グレードＣ Ｆ Ｉ Ａ国際ドライ

バーライセンス

２００ ｋ ｐ ｈ 超

（ １ ２５ｍｐ ｈ 超）

１ ５ １ ２. .  公認されたドラ ッ グレーシングトラ ッ ク、 または複線路で同方向から成る他
のトラ ッ クで行われるスタンディ ングスタートによる加速記録挑戦のための

ライセンス要件

ドラ ッ グレーシングカーおよび他の車両により 、公認ドラ ッ グレーストラ ッ

クおよび１／４マイル以下の他のオープントラ ッ クで行われるスタンディ ン

グスタート加速記録挑戦（ 付則Ｄに定義されている） は、国際モータースポ

ーツ競技規則付則Ｌ項第Ｉ 章「 Ｆ Ｉ Ａ国際ドライバーライセンス」 の第１７

条「 ドラ ッ グレースのためのライセンス」 に規定されているドラ ッ グレーシ

ングドライバーライセンス規定に適合しなければならない。

１５ １ ３. .  記録バッ クアッ プ路が反対方向にて必要と される１マイル以下の距離記録挑
戦のためのライセンス要件

Ｌ ＳＲドライバーライセンスの資格は、 スピードの段階的増加、以前の経験、

または現行のＦ Ｉ Ａ国際ドライバーライセンスの所持に基づく こ と ができる。

Ｌ ＳＲライセンスは、特定の車両タイプに紐付けされている（ 表２参照） 。

１ ５ ． ２ ） スピードの段階的増加に基づく 資格

１５ ２ １. .   
ａ ） 記録バッ クアッ プ路が反対方向にて必要と されるスタンディ ングまたはフ ラ

イングスタートによる１マイル以下の距離記録挑戦のためのドライバーライ

センス要件はスピードの段階的増加に基づいている。

ｂ ） 特定のＬ ＳＲライセンスレベルの要件は、以下の表に示すよう に、すべての

低いレベルライセンスの要件に追加されて用いられる。

ｃ ） ドラ イバーは、希望のレベルの仮ライセンスの申請をＡＳＮに提出する。 ド

ライバーが成功的走行のための要件を完了すると 、 Ｆ Ｉ Ａ審査委員によっ て

アッ プグレードが認証される。 その認証には、 ライセンス発給要件を満たす

ために使用された車両に関する情報（ 名前、番号、画像） が含まれる。要件

が満たされＡＳＮに提出すると 、 ＡＳＮは完全なライセンスを発行する。
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表２

段階的速度増加についての基準

ラ イ セン ス

レベル

記録挑戦の間の

どの時点でも認め

られる最大速度

要件

Ｌ ＳＲ Ｄ ２００ ｋ ｐ ｈ 以下

（ １ ２ ５ ｍｐ ｈ 未

満）

最低１ ６歳（ ジェ ッ トエンジン動力車両の場合

は１８歳）。 グレードＤ以上のＦ Ｉ Ａドライバー

ライセンスを所持するドラ イバーは、自動的に

Ｌ ＳＲ Ｄラ イセンスの資格を取得するが、 そ

れでもＬ ＳＲライセンスの申請をＡＳＮに提出

しなければならない。一部の競技会場では、政

府発行の運転免許証も必要になる場合があるこ

と に注意。

Ｌ ＳＲ Ｃ ３００ ｋ ｐ ｈ 以下

（ １ ８ ６ ｍｐ ｈ 未

満）

最低１ ８歳。 スピードの段階的増加に基づいて

資格を取得する場合は、最高予想速度の７ ５％

以上８ ５％以下の間で１回以上の成功した単走

を達成していなければならない。過去の経験に

基づく 資格取得のためには、同じ１ ２ ヶ 月間に

類似車種で最高予想速度の７ ５％以上８ ５％以

下の間で２回以上の走行を達成していなければ

ならない。 Ｆ Ｉ Ａ国際ドラ イバーライセンスの

グレードＣ以上を保有するドラ イバーは、自動

的にＬ ＳＲ Ｃラ イセンスの資格を得るが、 Ａ

ＳＮにＬ ＳＲライセンスの申請書を提出しなけ

ればならない。 ラ イセンスの最終承認は競技会

の審査委員が行う 。

Ｌ ＳＲ Ｂ ４００ ｋ ｐ ｈ 以下

（ ２ ５ ０ ｍｐ ｈ 未

満）

最低１ ８歳。 スピードの段階的増加に基づいて

資格を取得する場合は、最高予想速度の６ ０％

以上７ ０％以下の間で１回以上の成功した完走

を達成していなければならず、 また最高予想速

度の７ ５％以上８ ５％以下の間で１回の成功し

た走行を達成していなければならない。過去の

経験に基づく 資格取得のためには、同じ１ ２ ヶ

月間に類似車種で最高予想速度の７ ５％以上８

５％以下の間で２回以上の走行を達成していな

ければならない。 ラ イセンスの最終承認は競技

会の審査委員が行う 。

Ｌ ＳＲ Ａ ４００ ｋ ｐ ｈ 超

（ ２ ５ ０ ｍｐ ｈ

超）

最低１ ８歳。 スピードの段階的増加に基づいて

資格を取得する場合は、最高予想速度の５ ０％

以上６ ０ ％以下の間で１ 回以上の成功した完

走、 および最高予想速度の６ ５％以上７ ５％以

下の間で１回の成功した走行、 また最高予想速

度の７ ５％以上８ ５％以下の間で１回の成功し

た走行を含む、複数の段階的速度増加を達成し

ていなければならない。過去の経験に基づく 資

格取得のためには、同じ１ ２ ヶ月間に類似車種
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で最高予想速度の７ ５％以上８ ５％以下の間で

３ 回以上の走行を達成していなければなら な

い。 ラ イセンスの最終承認は競技会の審査委員

が行う 。

１５ ２ ２. .  経歴に基づく 認定
ドライバーは、経歴に基づいてＬ ＳＲ Ｃライセンスまたはより 高いレベル

のＬ ＳＲライセンスを申請すること ができる。上記の要件に相当する経歴証

明は、希望レベルのライセンス申請と一緒に提供されなければならない。

ａ ） 経歴に基づいてＬ ＳＲ ＤまたはＬ ＳＲ Ｃのライセンスを取得するには、

Ｆ Ｉ Ａまたは他の団体が認可した陸上速度記録挑戦からの履歴、または現在

あるいは以前に保持する陸上速度記録の証拠を提示しなければならない。 そ

の他の書類については、競技会審査委員の裁量で検討する場合がある。

ｂ ） 経歴に基づいてＬ ＳＲ ＢまたはＬ ＳＲ Ａのライセンスを取得するには、

ドライバーは上記の証拠を提供しなければならず、 その経歴は、記録挑戦で

使用される車両または非常に類似した車両で達成したものでなければならな

い。

ｃ ） 経歴証明がＡＳＮによっ て十分であると 考えられる場合、非暫定的ライセン

スが発行される。

ｄ ） グレードＣ以上のＦ Ｉ Ａ国際ドライバーライセンスを持っ ているドライバー

は自動的にＬ ＳＲ Ｃの資格を取得するが、 それでもなお、 ＡＳＮへＬ ＳＲ

ライセンス申請を提出しなければならない。

ｅ ） Ｌ ＳＲライセンスはライセンス発行後、不参加年３年ごと に１レベル減少す

る。

１５ ２ ３. .  車両特有のライセンス
ａ ） Ｌ ＳＲドライバーライセンスは車両特有のもので、 ドライバーに特定の車両

で記録挑戦を行う ための許可を与えるものであり 、名前、番号、写真で識別

される。

ｂ ） 車両が変更された場合、 ドライバーは新しいライセンスを申請する必要ない

が、 Ｌ ＳＲ Ｃレベルから開始される段階的な速度向上の要件に従わなけれ

ばならない。 ドライバーがスピード要件を満たしていれば、 それはライセ

ンスに記載される。

第１６条 トラ ッ クレーシングに対するライセンス

すべてのトラ ッ クレースについてはグレード Ｉ Ｔ Ｃ－Ｃのライセンスが必要と される。 ト

ラ ッ クレースで達成した成績はライセンスの昇級資格と して必ずしも有効ではない。

第１７条 ドラ ッ グレーシングライセンス

１７． １ ） Ｆ Ｉ Ａ国際ドラ ッ グレーシングライセンスは、 ライセンスが発給される各車両

カテゴリ ー内で、 Ｆ Ｉ Ａが公認するすべてのドラ ッ グレーシング競技に有効で

あり 、かつそのよう な競技に対して所有が義務づけられる。



23 / 28

１ ７ ． ２ ） Ｆ Ｉ Ａ国際ドラ ッ グレーシングライセンスについては、国際モータースポーツ

競技規則第２章および第８章に規定される国際ライセンスに関するすべての規

定に従う 。

１７ ． ３ ） Ｆ Ｉ Ａ国際ドラ ッ グレーシングライセンスは、重ね印刷された“ ＤＲ ” の大文
字により識別される。

１７ ． ４ ） ライセンスを発給するＡＳＮは、個々の等級に対して要求される資格の判断に

対して責任を負う ものと する。 それには次を含む：

すべてのライセンス申請者は、 １６歳以上でなければならない。 プロモディ フ

ァ イド、 ト ッ プメ タノ ールドラ ッ グスター、 トッ プメ タ ノ ールフ ァ ニーカー、

プロスト ッ ク、 フ ァ ニーカー、 トッ プフ ュ ーエルのドライバーの最低年齢は、

１８歳である。

１ ７歳の者は、次のすべての基準が満たされている場合、 プロモディ フ ァ イド、

ト ッ プメ タ ノ ールドラ ッ グスター、 トッ プメ タ ノ ールフ ァ ニーカー、 プロスト

ッ ク、 フ ァ ニーカー、 トッ プフ ュ ーエルのライセンスを申請できる。

１ ） ライセンス申請者のＡＳＮがそのライセンス申請を認可している。

２ ） 申請者の１８歳の誕生日が来るシーズンの間になる。

３ ） 申請者が、 ＡＳＮライセンスのある別のドラ ッ グレーシングカテゴリ ーの

積極的参加者であっ た。

１７ ． ５ ） ドラ ッ グレーシングに適用される国際規則に規定されている通り 、 ライセンス

は下記の車両カテゴリ ーに対して有効である。

Cl ass TypeA 
over  125" Wheel base 

TypeB 
upt o125" Wheel base 

TypeC 
bodi ed 

1 Top Fuel  Funy Car Pro Modi f i ed 
2 TM/ D TM/ FC Pro St ock 
3 *ET6. 0-7. 49 *ET6. 0-7. 49 *ET6. 0-7. 49 
4 *ET7. 50-9. 99 *ET7. 50-9. 99 －

トッ プフ ュ ーエル、 フ ァ ニーカー、 プロモディ フ ァ イド、 プロストッ ク 、 ト ッ

プメタ ノ ールドラ ッ グスターおよびトッ プメ タ ノ ールフ ァ ニーカーのライセン

ス申請者は、要求されたクラス（ 含複数） の最小Ｅ． Ｔ ．以下および要求され

たクラス（ 含複数） のｍｐ ｈ 標準以上で２回走行を完了しなければならない。

ＥＴ ＝* ４分の１マイル経過時間（ ４０２ ３ ３. ｍ）

クラス標準は次の通り ：

トッ プフ ュ ーエル

５ ４ ０. あるいはそれより 早い２回の４分の１マイル（ ４ ０ ２ ３ ３. ｍ） の走行、

および２ ６ ０mph（ ４ １ ５ km/ h） あるいはそれより 早い１回の走行 －または

－ ４ ７０. あるいはそれより 早い２回の１ ， ００ ０ ’ （ ３ ０ ４ ８. ｍ） の走行

および２４ ０ｍｐ ｈ （ ３８ ６ km/ h） の１回の走行。

フ ァ ニーカー

５ ７ ０. あるいはそれより 早い２回の４分の１マイル（ ４ ０ ２ ３ ３. ｍ） の走行、

および２ ５ ０mph（ ４ ０ ０ km/ h） あるいはそれより 早い１回の走行 －または
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－ ４ ９０. あるいはそれより 早い２回の１ ， ００ ０ ’ （ ３ ０ ４ ８. ｍ） の走行

および２３０mph（ ３ ７０ km/ h） の１回の走行。

プロストッ ク

７ ６ ０. あるいはそれより 早い２回の４分の１マイル（ ４ ０ ２ ３ ３. ｍ） の走行、

および１７ ０mph（ ２ ７０ km/ h） あるいはそれより 早い１回の走行。

プロモディ フ ァ イド

７ ４ ０. あるいはそれより 早い２回の４分の１マイル（ ４ ０ ２ ３ ３. ｍ） の走行、

および１８ ０mph（ ２ ８０ km/ h） あるいはそれより 早い１回の走行。

Ｔ ＭＤ／Ｔ ＭＦ Ｃ

６ ４ ０. あるいはそれより 早い２回の４分の１マイル（ ４ ０ ２ ３ ３. ｍ） の走行、

および２０ ０mph（ ３ ２０ km/ h） あるいはそれより 早い１回の走行。

１７． ６ ） すべてのライセンス申請者は、一切のテスト走行を行う 前にＡＳＮの身体検査

を受けるこ と が求められる。身体検査書式およびライセンス申請書はＡＳＮ所

定のものを利用可能と する。国際ライセンスの標準医務要件については付則Ｌ

項第I I章第１条を参照のこと 。同様にテスト走行に使用される車両は、申請さ
れるクラス／ライセンスの規則および規定について最新のものでなければなら

ない。

１７ ． ７ ） 特定のクラスのライセンス所持者は、同タイプの下位のクラスに出場しても良

い。 （ 例えば、 TypeAのCl ass１ のラ イセンス所持者はTypeAのCl ass２ および４
に出場すること が認められる。 ） さ らに、他のすべてのＦ Ｉ Ａドライバーライ

センスはCl ass４ のドラ ッ グレーシングラ イセンスに代えるこ と ができるもの
と する。

１７ ． ８ ） 以前に競技者ライセンスを所持したこと のない新規ドライバーには、特別なコ

クピッ ト適応（ 目隠し） テストが実施され、 コ ミ ッ ティ 監視の下で最低６回の

走行を実施するこ と が求められる。すべてのライセンス申請者は一切のテスト

走行を実施する前に身体検査を行う こ と が求められる。完全な指示事項はライ

センス申請書式の裏面を参照のこと （ Ｆ Ｉ Ａ ＡＳＮより 入手可能） 。 Ｆ Ｉ Ａ

選手権競技会においてドライバーに追加の走行が提供されるこ と はない。 アッ

プグレードあるいはクロスグレード（ ボディ タイプカテゴリ ーからオープンホ

イールのカテゴリ ー、 またその逆の変更） と なるドライバーには、 コクピッ ト

適応テストの実施と ３回の走行が要求される（ ライセンス申請１回につき） 。

ライセンスが与えられているドライバーは、 そのライセンス制限以下にクラス

付けされる車両を運転できる。 ロングホイールベースカテゴリ ーからショ ート

ホイールベースへ、 ドラ ッ グスターからボディ タイプへなど、 またその逆の枠

を越える変更は、 それぞれのライセンスに特に定める場合を除き、禁止される。
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第１８条 障がいのある参加者のためのライセンス

本項は、身体に障がいのある競技参加者を対象と する（ 第I I章第１条４、第１条５参照） 。

１ ８ ． １ ） ドライバー

モータースポーツの実践の妨げと なる慢性疾患および不適格視覚障がいによ

っ て引き起こされる問題に関係なく 、後天性あるいは先天性障がいのある者

で、当該者の国に設置される国内医療委員会（ その設置がある場合） または

ＡＳＮの指定する医師の意見で、国際ドライバーラ イセンスを取得する条件

を満たさないと される者（ 第２章第１項５ ２. を参照） は、以下の条件をすべ

て満たす場合に、国際ドライバーラ イセンスの取得を申請するこ と ができる

（ 第１８条２から第１８条５ ） 。

１ ８ ． ２ ） 補足条件

障がいのある参加者については、国際ドライバーライセンスの授与につい

て、以下の基準も考慮しなければならない：

ａ )  健康診断
国際ドライバーライセンスの取得候補者である障がいのある参加者は、

第 I I章１条５ ２. および１条５ ３. に定める条件に従い、国内医療委員会

の設置がされている国にて、 その委員会委員により 、 また設置がない場

合にはＡＳＮの任命する医師により検査を受けなければならない。

ｂ )  ドライビングテスト
申請者は、 その運転能力評価のため、自身の競技車両を使用し、 できれ

ばサーキッ トあるいはラ リ ーステージにて、 ＡＳＮから出されるオフ ィ

シャ ルの立会いのもと で、運転技能試験を受けなければならない。

ｃ )  車両から自己脱出する能力
申請者は、参加を予定している競技車両（ または類似の車両モデル） か

ら 、 できるだけ早く 脱出する能力についても判定されなければならない

（ 差し迫っ た危険、火災の発生などのシミ ュ レーショ ン） 。

申請者はシートベルトを取り 付けレース出走準備を整えた位置から、参

加を希望する選手権の時間要件に従い、単独で脱出し、車両から離れな

ければならない。

移動能力障がいが申請者が出場を予定する車両からの脱出に著しく 影響

する場合は、出場する競技会のレースディ レク ターおよび／または競技

長にその旨を通知すること 。

１ ８ ３. )  国際ドライバーライセンスを保持する障がい者の車両に対する適応証明

Ｆ Ｉ Ａディ スアビ リ ティ ・ アク セシビ リ ティ 委員会のＦ Ｉ Ａ適応ワーキング

グループによる評価が達成されたものと 判断された後、障がいのある参加者

に必要と される適応のために、対応する公認および／あるいは技術規則を遵

守していない競技車両について、 Ｆ Ｉ Ａにより 適応証明が提供される。
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適応証明書と その補足は、車両検査の際に、出場予定の競技会の技術チーム

にできるだけ早く 提示しなければならない。適応証明書と その補足書に明記

されている適合に従っ た改造のみが許可される。

適応証明書は、発行されたシーズンの間、 その期間中に車両の改造が変更さ

れない限り 、有効と なる。 この証明書は、 １シーズンと 次のシーズンの間で

更新すること ができる。

参加者のＡＳＮは、 この目的のために用意されたＦ Ｉ Ａ書式を使用し出場予

定の大会の２ ヶ 月前までにＦ Ｉ Ａ適応ワーキンググループに適応証明を要求

しなければならない。 Ｆ Ｉ Ａ適応ワーキンググループは、国際スポーツカレ

ンダーに掲載の競技、 あるいはＦ Ｉ Ａ適応証明を特に要求する規定の下で行

われる競技に参加を予定する車両についてのみ要求を受け入れる。

１８ ４. )  コ ・ ドライバー

同様に、 モータースポーツの実践の妨げと なる慢性疾患および不適格視覚障

がいによっ て引き起こされる問題に関係なく 、 国際モータースポーツ競技規

則第２０条にて定義される通り 、 スポーツ活動においてラ リ ーのコ ・ ドライ

バーと しての役割に限定される障がいをもつ参加者は、国際モータースポー

ツ競技規則第２ ０条にて定義される通り 、国際コ ・ ドラ イバーライセンスの

申請を行う こと ができる。

満たされるべき身体的基準は、障がいのある参加者の国際ライセンス取得候

補者に求められるものと 同様である。申請者がコ ・ ドラ イバーを務めるこ と

を希望する車両（ あるいは類似の車両モデル） から脱出する能力について、

障がいのある参加者のライセンスに求められる基準と 同じ基準に従い評価さ

れなければならない。

さ らに、求められる場合において、申請者は以下の行為を記載の順序で実行

できなければならない：

－ 屋根の上にＳＯＳサインパネルを置く ；

－ 車両の後方約５０mの箇所に、赤色の三角表示を置く ；
－ ＳＯＳサインパネルを回収し、車両の後でそれを振っ て合図する。

１８ ５. )  身障者国際ドライバーライセンス保持者のモータースポーツの実践

１８ ５ １. .  緊急時の管理
身障者参加者が１名また複数ある一切の競技では、 レースディ レク ターおよ

び／または競技長、 メディ カル・ デリ ゲートおよび／または医師団長、およ

び救急サービスにそれらのドラ イバーのゼッ ケンが通知されなければならず、

ドラ イバーの身障状況についての情報、特に歩行者あるいは歩行に関して障

がいのある者であること についての情報が提供されなければならない。

特に、脚が拘束され、胴体がシートに拘束されている場合、 および／あるい

はコ ッ ク ピッ トの改造が救助の妨げになる場合などは、救急サービスに連絡
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しなければならない。

できるだけ早く 上記の上級オフ ィ シャ ルに連絡し、 コースマーシャ ル、救出

チーム、医療チーム員に情報を伝達できるよう にするこ と は、 ドラ イバーお

よび／またはチームの責任である。

１８ ５ ２. .  障がいのある参加者のためのユニバーサルシンボル
Ｆ Ｉ Ａディ スアビ リ ティ ・ アク セシビ リ ティ 委員会によっ て承認された歩行

に関して障がいのある者は、識別のためのユニバーサルシンボルを常に表示

しなければならない。

そのシンボルはレースカー上のゼッ ケンあるいは名前の横に、競技およびテ

スト中、常に競技用車両の両側のドアと 、前面と後面に貼られること 。

ステッ カーはゼッ ケンの少なく と も５ ０％のサイズ（ いかなる場合も最低８

cm2の大きさ ） と し、後者の隣に貼られる場合には名前と 同じサイズであるこ

と 。

夜間のレースの間でもロゴが見えるよう に、白の部分はできる限り 電界発光

素子（ あるいはそれと 同等のもの） であること 。

１ ８ ５ ３. .  耐久レース
耐久レース、 および同一車両に複数エントラントのある競技については、障

がいのあるドラ イバーがレース中であるこ と を特定するために高度な照明装

置の使用が求められる。

１８ ５ ４. .  競技中のサーキッ トまたはステージからの脱出
歩行に関して障がいのあるドラ イバーは車両に煙または火災が生じた場合に

のみ、競技中のサーキッ トまたはステージ上で停止した車両から自己退避す

る。 また、車両が水域の極近く にあり 沈む恐れがある場合にも自己退避する。

停車中の車両の障害のあるドラ イバーが安全な場所へサーキッ トまたはステ

ージを運転して離れるこ と ができない場合、 ドラ イバーはケージ、 ハーネス、

安全装置で保護されたまま車内に留まり 、救助されるのを待つ。

１８ ５ ５. .  追加の支援要請
障がいのある参加者で特定の必要を持つ者は、出場しよう と する競技中、各

種作業を進めるために、 クルーによる追加的な支援を要請するこ と ができる。

安全上の懸念がなく 、運動機能の障がいを補う ため、 あるいは理学療法士や

トレーナーによる特別なケアを受けるための要請である限り 、 その必要性の

詳細な説明を、 できるだけ早く 競技の審査委員会に提出しなければならない。

Ｉ ＳＣおよび関連する競技規則が優先されるが、要求された支援を許可する

かどう かの判断は、障がい者参加者が競技を希望する競技会の審査委員会の

裁量に委ねられる。

第１９条 インターナショ ナルグレード

限定スピード競技ライセンス（ Ｉ Ｔ Ｌ ＳＣ）

１９ ． １ ） 以下のドライバーおよびコ ・ ドライバーに要求される最低限のライセンス：

サーキッ トあるいは公道上での限定スピード競技。
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これらは平均速度が最高５０ km/ hの競技、および または/ 現地の交通法規に従

う こと を条件に公道で行われる競技である。

制限速度が守られている限り 、以下の競技は限定スピード競技と みなされる

（ ただし、 これに限定されない） ：

ａ ） サーキッ ト

デモンストレーショ ン、 パレード、 トラ イアル、 エコ ・ コ ンペティ ショ ン、

レギュ ラリ ティ 、 またはそれと 同等な種目／カテゴリ ー。

ｂ ） 道路

レギュ ラ リ ティ 、 エコ ・ レギュ ラ リ ティ 、 ヒ ストリ ッ ク ・ レギュ ラ リ ティ 、

ナビゲーショ ン、 ツーリ ング集会、またはそれと 同等な種目／カテゴリ ー。

１９ ． ２ ） 年齢基準

所有者は、満１６歳以上（ 生年月日に依る） でなければならない。

１９ ． ３ ） 資格基準

取得に当たっ て試行期間が必要と されること はない。

競技が公道（ オープンまたはク ローズ） で行われる場合、 車両を運転する

Ｉ Ｔ Ｌ ＳＣラ イセンス所有者は、当該競技が行われる国で有効な一般の運

転免許証も所持していなければならない。

限定スピード競技の成績は、他のラ イセンスグレードの資格取得には考慮さ

れない。

１９ ． ４ ） 適用期間

Ｉ Ｔ Ｌ ＳＣ ライセンスの発給は：

ａ ） カレンダー年（ すなわち、申請した年の１ ２月３１日まで有効） につい

て発行される、 または、

ｂ ） 競技会ごと に発行される。 このタ イプのラ イセンスは、年間発行回数に

制限はない。
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================================================================================ 

Ｆ Ｉ Ａ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項

第２章
ドライバーの身体検査に関する規則

(２ ０ ２ ２年１２月７日版）
================================================================================ 

第２章 ドライバーの身体検査に関する規則

第１条 毎年の医学的適性に関する受診

１． １ ） メディ カルコントロールの適用範囲

本章に記載されている身体検査を総合すると 以下の通り ：

－ Ｆ Ｉ Ａ国際ドライバーライセンスの発給に必要な医学的条件を満たすため

に必要かつ十分なもの。

－ それは国内ドライバーライセンスの発給にも強く 推奨されるもの。

この身体検査はライセンスを発給する国において医療資格を有する医師により 、

ドライバーライセンス申請前３ ヵ 月以内に実施されていなければならない。 た

だしＡＳＮは適切であると 判断した場合に限り 特別の条件を付すこと ができる。

新型コロナウイルス感染症のパンデミ ッ クにより 移動が制限されているこ と を

考慮し、 それが続く 限り 、 ライセンスを発給する国で身体検査を行う こ と がで

きない場合は、身体検査が行われる国で検査実施を許可されている医師が身体

検査を行う こと ができる。

身体検査には以下のものが含まれる。

－ 家族ならびに本人の（ 内科的、外科的、外傷学的） 既往症、付随する病気

や伝染病の存在、および薬物の使用に関する質問書

－ 十分な臨床検査。 と く に以下を含むこと 。

－ 心臓血管の適性検査

－ 視覚検査

－ 運動機能の評価

１ ２. ） 心臓血管の適性検査

－ すべての場合において、血圧は測定される。

－ ライセンス申請年度開始時に５ ９歳以下である対象者は、過去３ ６ カ月以

内に心電図検査を行っ ていること 。

－ また、 ５０歳からは３年に一度、心臓専門医の受診が求められる。

－ ライセンス申請年度開始時に６ ０歳以上の対象者については、過去１ ２ ヶ

月以内に心電図検査と 運動耐容能試験（ ＥＴ Ｔ ） を受けているこ と 。 その

後、 １年ごと に心電図を、 ２年ごと に運動耐容能試験と心臓科の診察を受

けること 。

１ ３. ） 視覚検査

国際ライセンスが発給される最初の年には、眼科医または当該国の法令でテス

トを行う ための資格を有する者の検査を受け、次の事項が証明されなければな
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らない。

この視覚検査の際にコンタクトレンズを着用する権限は与えられていない。必

要な場合、 ドライバーは眼鏡を着用しなければならない。

ａ ） 視力：

） 矯正前または後の左右の各視力が最低０ ． ９であるか、一方の視力が

０． ８である場合、もう 一方は１． ０であること 。

） 一眼だけの視力が極端に弱く 改善できない者でも、矯正の有無にかか

わらず対眼の視力が１ ． ０以上であり 、次の条件が満たされれば、 ド

ライバーライセンスを取得すること ができる。 ：

－ 下記のｂ 、 ｃ およびｄ に適合すること 。

－ 眼底が色素網膜症で無いこと 。

－ 古いかまたは先天的な損傷は確実に一眼に限られる。

ｂ ） 色神： 正常（ 検査方法： 石原式色覚異常検査表または同様の適格審査テス

ト） 異常の疑いがある場合にはＦ ａ ｒ ｎ ｓ ｗｏ ｒ ｔ ｈ ｔ ｅ ｓ ｔ 「 Ｐ ａ ｎ ｅ

ｌ Ｄ１５ 」 もしく は同様の方式によるものと する。 いかなる場合において

も、国際競技に使用される信号旗の色の認知を誤る危険性があっ てはなら

ない。

ｃ ） 静止時の視野： 最低１２０ ° ； 中央の２０ ° の視野はいかなる部分も損な
われてはならない。視野計による視野計測が実施されていなく てはならな

い。

ｄ ） 立体的視覚： 機能すること 。疑いがある場合、Ｗｉ ｒ ｔ ｈ 、 Ｂａ ｇ ｏ ｌ ｉ

ｎ ｉ （ 線状レンズ） もしく は同様のテストの実施により 評価する。

ｅ ） 視力の矯正： コンタクトレンズの使用は次の場合に認められる。 ：

－ コ ンタ ク トレンズを最低１ ２ ヵ 月使用しており 、 また毎日相当時間着

用していること 。

－ それら を供給した眼科技士により 、 モータースポーツに対する適合性

が証明されていること 。

１ ３ １. . ） 長期視覚喪失または長期視野異常を含む視覚における重大な疾患の場合には、

ドライバーのさ らなる視科学的な所見を考慮するまでに２年以上必要と なる。

この場合、視野および立体的視野を含む特別な視科学的テストが実施されなく

てはならない。 これにはサーキッ トにおけるリ アルタイムでのテストを可能な

限り実施すること を推奨するものである。

これらの決定は状況に応じて行われるものと する。

１ ４. ） 関節の可動性、動きの幅、切断部位と使用できる人工器官の一覧、知覚と 運動

の障がいの一覧

以下の場合は国際ライセンスの発給に適合する。

－ 指の切断。ただし、両手の握り機能が損なわれていない場合。

－ 義肢。 ただし、結果と して機能が正常に等しいか、 または正常に近い

場合。

－ 手足の自由な動きが５０％を超えて阻害されていないもの。

１ ５. ） モータースポーツを行う にあたり 不適合と される、 もしく は特定の組織による

医学的評価を必要と する疾病および身体障がい一覧

１ ５ １. . ） 完全に除外されるもの

－ 治療中であるなしに関わらず、過去１ ０年間に確認されたてんかん症
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状。

－ 突然死の危険性がある心臓血管の問題。

－ 片目の失明（ 単眼盲） 。

ドライバーが片眼失明と なっ た場合については、 Ｆ Ｉ Ａ Ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ

Ｃｏ ｍｍｉ ｓ ｓ ｉ ｏ ｎ により ケースバイケースで審査される。

なお、前述の例外から起因するすべての問題において強い要望がある場合は、

提出された問題ごと に、 Ｆ Ｉ Ａ Ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ Ｃｏ ｍｍｉ ｓ ｓ ｉ ｏ ｎ は他

の専門委員会の意見を求めること がある。

１ ５ ２. . ） 標準ライセンスには適合しないが、身体障がいのあるドライバーのライセンス

の申請を認めること ができるもの（ 本規定の第１章第１８条を参照） 。

－ 項1. 4 で定義される基準を満たさない関節のあらゆる制限、切断と義肢

－ 中枢および末梢における知覚運動の重大な異常（ 片麻痺、半側麻痺、

対麻痺等）

１ ５ ３. . ） ＡＳＮが承認した組織による医学的評価を必要と する疾病および身体障がい

（ 当該組織はメディ カル委員会または委員会が存在しない場合はＡＳＮが承認

した医師と する。 ）

－ インシュ リ ンまたはスルホニル尿素により 治療中の糖尿病。 この場合

には、当事者および実際に行われているこ と を示すその治療について

定期的管理を行っ ているこ と を証明する内秘書類をＡＳＮにより 承認

された医学的組織に提出し、適性検査に関するメディ カルサーティ フ

ィ ケイト （ １ ８. 参照） には<ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ ｓ ｕ ｐ ｅ ｒ ｖ ｉ ｓ ｉ ｏ ｎ
ｎ ｅ ｃ ｅ ｓ ａ ｒ ｙ >の文言を記すものと する。

－ 心臓または動脈異常すべて。

－ 注意欠陥多動性障がい（ ADHD） を含む、行動に問題を引き起こす可能
性があり 、特別なケアを必要と するいずれの精神状態。

－ その性質あるいは治療により 、結果と して、事故の場合も含んで、 モ

ータースポーツに参加するにあたっ て害を及ぼす可能性のある健康問

題。

１ ６. ） メディ カル検査フォーム

各々の国において、 ＡＳＮは自国の法律や慣習に従っ て、以下のものを作成し

印刷しなければならない。

（ ） メディ カルクエスチョ ネア

（ ） メディ カルフ ォ ーム

現行規則の要求事項に従い、 これらの書類はすべてのライセンス申請者に配布

される。

１ ６ １. . ） メディ カルクエスチョ ネア

当該ドライバーが署名する。

このクエスチョ ネアの提案される表記内容は、 Ｆ Ｉ Ａから入手できる。

１ ６ ２. . ） メディ カルフ ォ ーム

メディ カルフォ ームは以下のものを含んでいなければならない。

－ 診察する医師が必要と する情報（ 提案される表記内容は、 Ｆ Ｉ Ａから

入手できる） 。

－ 以下のすべての情報。

－ 受診者の身長と体重。

－ 血液型と ＲＨ因子（ 法律によっ て要求される国の場合） 。



国際モー ター スポー ツ競技規則付則Ｌ項第２章

4 / 10

－ アレルギー（ 薬物治療またはその他の治療を行っ ているか） 。

－ 最後に抗破傷風ワクチンを接種した日。

－ 数値による筋骨格システムの評価結果。

－ 数値による視覚検査結果。

－ 血圧値と 更なる検査（ 年齢と 場合により 、 心電図または負荷心電図の

いずれかになる） が実施されたと いう 言明。

法律または慣習によっ て要求されている国においては、 このメディ カルフ ォ ー

ムに追加検査項目を規定してよい。 ＡＳＮのスタンプの上部に医学検査を行な

っ た医師により 署名がなされる。

申請者はこのフ ォ ームの下部に、次の事項について宣誓する署名を行なわなく

てはならない。

－ 医師に申告した現在の健康状態および既往症（ 病歴） に間違いのない

こと 。

－ 世界アンチ・ ドーピング機構の禁止物質および禁止方法のリ ストに含

まれる、いかなる物質も使用していないこと 。

所属するＡＳＮに自身の健康状態に重大な変化がないこと を遅滞なく 知らせる

義務を負う ：

－ 医療の観点から、 ３週間以上受けているいかなる薬物投与を含む。

－ 外傷学の観点から 、事故により 一定期間休んだかどう か、 また、 その

事故がモータースポーツの参加に関係したかどう かにかかわらない。

１ ６ ３. . ） メディ カルフ ォ ームと メディ カルクエスチョ ネアの用途

これらの書類はＡＳＮによっ て保管され、 ＡＳＮは医学的機密の尊重に関する

規則を遵守するものと する。

しかしながら、事故や併発性の病気が発生した場合にモータースポーツに携る

医師が利用できる確かなコンピュ ータフ ァ イルを作成する目的で、 Ｆ Ｉ Ａによ

り それらの書類のコピーが要求されるこ と がある。該当するドラ イバーのカテ

ゴリ ーは、 Ｆ Ｉ Ａ Ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ Ｃｏ ｍｍｉ ｓ ｓ ｉ ｏ ｎ によっ て適正な方

法で決定される。

１ ７. ） 検査を実施する医師の任務

医学的適性検査を行う 責務を持つ医師は、申請者により 提示されるメディ カル

フ ォ ームを用いること が義務づけられ、必要と されるすべての詳細事項につい

て記入しなければならない。申請者は検査後ただちにこの書類を当該ＡＳＮに

送付しなければならない。適否の決定は検査を実施した医師により なされる。

この医師はＡＳＮが承認した組織（ 国内メディ カル委員会もしく は承認を受け

た医師） に意見を求めてもよい。

１ ８. ） 適性検査に関するメディ カルサーティ フ ィ ケイト

それぞれの国際ライセンスは、次の方法で適性検査に関するメディ カルサーテ

ィ フ ィ ケイトを伴っ たものでなければならない。

・ ライセンスの裏側に記載する

・ 添付書類と して別紙に記載する

Ａｐ ｔ ｆ ｏ ｒ ｔ ｈ ｅ ｐ ｒ ａ ｃ ｔ ｉ ｃ ｅ ｏ ｆ ｍｏ ｔ ｏ ｒ ｓ ｐ ｏ ｒ ｔ ，

ａ ｃ ｏ ｒ ｄ ｉ ｎ ｇ ｔ ｏ ｔ ｈ ｅ Ｆ Ｉ Ａ ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ ｓ ｔ ａ ｎ ｄ ａ ｒ

ｄ ｓ ：

Ｄａ ｔ ｅ ：
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Ｃｏ ｒ ｅ ｃ ｔ ｅ ｄ ｅ ｙ ｅ ｓ ｉ ｇ ｈ ｔ （ ｇ ｌ ａ ｓ ｅ ｓ ｏ ｒ ｌ ｅ ｎ ｓ ｅ ｓ ）

ｙ ｅ ｓ ｎ ｏ

Ｓｐ ｅ ｃ ｉ ａ ｌ ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ ｓ ｕ ｐ ｅ ｒ ｖ ｉ ｓ ｉ ｏ ｎ

ｙ ｅ ｓ ｎ ｏ

１ ９. ） 規則の配布

ＡＳＮは、自らが管理する書面に加えて、診察する医師に現行規則を配布する

か、 またはライセンス申請書にそれらの規則が見つけられるコンピュ ータのウ

ェ ブサイトを示すこと が要求される。
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第２条 競技におけるメディ カルコントロール

当該競技の医師団長による適性検査に関するメディ カルサーティ フ ィ ケイトの確認は、特

定の場合に要求される予備的検査に代えること ができる。 さらにドライバー本人の行動が

身体検査の必要性を正当化するか否かに関わらず、競技の期間中もしく はフ ィ ニッ シュ後

いかなると きでも、医師団長、任命されている場合にはＦ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲートある

いは競技長は身体検査を要求すること が可能である。当該ＡＳＮは医師団長および任命の

ある場合にＦ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲートの報告を受けて、必要と されるいかなる決定をも

下すこと ができる。 それが適当であればアルコール検査も実施され得る。

２ １. ） 神経測定テスト

Ｆ Ｉ Ａ世界選手権に参加するドライバーに神経測定テストを行なう 場合がある。

そう したテストの方法については、当該選手権のＦ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲート

が責任を負う 。得られた個人データは、比較目的のために使用される。

２ ２. ） 事故、身体障がいまたは健康上の問題が発生した後の手続き

２ ２ １. . ） 競技中の手順 － 競技中に経験した事故、身体障がいまたは健康上の問題（ 後

の段階で診断が行われた場合、 ）2. 2. 2 を参照）

a） ドライバーの責任
ドライバー（ または不可抗力の場合はその親族） は、 シリ ーズまたは選手

権を担当する医師団長および医師に一切の健康問題を（ 完全に良性でない

限り ） 遅滞なく 通知する責任がある。

Ｆ １ 、ＷＥＣ、Ｗｏ ｒ ｌ ｄ ＲＸ 、 およびＷＲＣのための特別措置：

さらに、 Ｆ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲート（ 電子メールによる） および

Ｆ Ｉ Ａ（ medi cal @f i a. com） にも通知。
b） 健康診断
次の者により 、いつでも健康診断を依頼し、実施すること ができる：

－医師団長

－シリ ーズまたは選手権を担当するＦ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲートまたは医

師（ 任命のある場合） 。

関係するドライバーがこの検査を受けること は義務であり 、 ドラ イバーの所属

チームは医師団長またはＦ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲート （ 任命のある場合） から

それについて通知を受ける。

c） 検査後の決定
検査を要請し実施した医師は、以下の事項を決定する：

－ドライバーに対し競技の続行を許可するか、

－ドライバーに競技続行を禁じ、復帰検査を要求する。

d） 復帰検査が要求された場合に実施されるフ ォ ローアッ プ
事故 問題/ が発生した競技の医師団長によるもの：

－ドライバーの管轄ＡＳＮに事故 問題/ を通知し、復帰検査が要求されたこ

と を知らせる。

－ドライバーが病院に搬送された場合、 ドラ イバーの管轄ＡＳＮに当該ド

ライバーの健康状態の変化を知らせる。

Ｆ １ 、ＷＥＣ、Ｗｏ ｒ ｌ ｄ ＲＸ 、 およびＷＲＣのための特別措置：

さらに、 Ｆ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲート（ 電子メールによる） および

Ｆ Ｉ Ａ （ ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ ＠ｆ ｉ ａ ． ｃ ｏ ｍ） にもリ アルタイムで通
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知。

ドライバー（ または不可抗力の場合はその親族） によるもの：

－ドラ イバーの管轄ＡＳＮおよび事故 問題/ が発生した競技の医師団長と 、

シリ ーズまたは選手権を担当する医師に、画像資料を含む明確かつ包括

的な情報を記載するこ と により 、当該ドライバーの健康状態の変化につ

いて通知する。

－さらに、 このすべての情報を当該ドライバーが次に参加を望む国際競技

の医師団長に送付し、復帰検査を実施する必要があるこ と を知らせる。

（ 医師団長の連絡先は、 競技が開催される国のＡＳＮ、 そこで判らない

場合Ｆ Ｉ Ａ （ ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ ＠ｆ ｉ ａ ． ｃ ｏ ｍ） に問い合わせ） 。

Ｆ １ 、ＷＥＣ、Ｗｏ ｒ ｌ ｄ ＲＸ 、およびＷＲＣのための特別措置：

さらに、 Ｆ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲート（ 電子メールによる） および

Ｆ Ｉ Ａ （ ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ ＠ｆ ｉ ａ ． ｃ ｏ ｍ） にもリ アルタイムで通

知。

－復帰検査に合格するまでは、 Ｆ Ｉ Ａ国際カレンダーに登録されているモ

ータースポーツ競技一切に参加しないこと 。

ドライバーの管轄ＡＳＮによるもの：

－当該ドライバーから受け取っ た情報と書類に基づき、 また必要な健康診

断を実施し、 ドライバーが十分に回復したと 判断した場合は、当該ＡＳ

Ｎはその事件を監視し、 当該ドライバーの競技への復帰は、次に参加す

る国際競技の医師団長が実施する復帰検査に合格するこ と を条件に承認

されること を確認する書類を当該ドライバーに提供する。

－当該ドライバーが参加を予定している次の国際競技の医師団長に健康状

態を通知し、復帰検査を実施する必要があるこ と を知らせたこ と を確認

する。

－重大事故が発生した場合は、世界事故データベース（ ht t p: / / www. f i a. co
m/ f i a-wor l d-acci dent dat abase） の医療セクショ ンを記入完了し、 その
後、 ドライバーの健康状態の変化に関しての情報を記入完了する。

当該ドライバーが次に参加する国際競技の医師団長によるもの：

－ドライバーの管轄ＡＳＮから出される、当該ドライバーが次に参加する

国際競技の医師団長が実施する復帰検査に合格するこ と を条件に、競技

への復帰を承認するこ と を確認する文書の提示に応じて、当該ドライバ

ーに復帰検査を受けること を要請する。

Ｆ １ 、ＷＥＣ、Ｗｏ ｒ ｌ ｄ ＲＸ 、およびＷＲＣのための特別措置：

復帰検査は、 Ｆ Ｉ Ａ世界選手権の対象と はならない国際競技に先立

っ て行われない限り 、 Ｆ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲートの立ち合いの下

で実施される。

２ ２ ２. . ） 競技外の手順 － 競技外で経験した事故（ 国内事故を含む） 、 あるいは診断さ

れた身体的問題または健康上の問題の後の手続き

ａ ） ドライバーの責任

ドライバー（ または不可抗力の場合はその親族） は、競技外で診断された

身体的または健康上の問題（ 完全に良性でない限り ） および競技外で発生

した事故またはその影響が診断されたこ と を、 当該ドライバーの管轄のＡ

ＳＮに知らせる責任がある。

Ｆ １ 、ＷＥＣ、Ｗｏ ｒ ｌ ｄ ＲＸ 、およびＷＲＣのための特別措置：

さらに、 Ｆ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲート（ 電子メールによる） および
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Ｆ Ｉ Ａ （ ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ ＠ｆ ｉ ａ ． ｃ ｏ ｍ） にも通知。

ｂ ） ＡＳＮまたはＦ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲートの決定

ドライバーから受け取っ た情報と 書類に基づき、必要な健康診断を行っ た

後、 ドライバーの管轄ＡＳＮは、復帰検査を受けなければならないかどう

かを決定し、 ドライバーにその決定を知らせなければならない。

Ｆ １ 、ＷＥＣ、Ｗｏ ｒ ｌ ｄ ＲＸ 、およびＷＲＣのための特別措置：

ドライバーの管轄ＡＳＮはＦ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲートにもその決

定を遅滞なく 伝えなければならない。

Ｆ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲーも、正当と判断する場合には、復帰検査

を請求する場合がある。 その後Ｆ Ｉ Ａはドライバーに知らせる。

ｃ ） 復帰検査が要求されたと きに実施されるフ ォ ローアッ プ

ドライバーによるもの：

－自身のＡＳＮに自分の健康状態の変化を知らせ、 いかなる画像資料も含

め、明確で包括的な情報を提供する。

－さらに、 このすべての情報を、自身が参加するこ と を希望する次の国際

競技の医師団長に送り 、復帰検査を実施する必要があるこ と を知らせる

（ 医師団長の連絡先は、 競技が開催される国のＡＳＮ、 そこで判らない

場合Ｆ Ｉ Ａ （ ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ ＠ｆ ｉ ａ ． ｃ ｏ ｍ） に問い合わせ） 。

Ｆ １ 、ＷＥＣ、Ｗｏ ｒ ｌ ｄ ＲＸ 、およびＷＲＣのための特別措置：

さらに、 Ｆ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲート（ 電子メールによる） および

Ｆ Ｉ Ａ（ medi cal @f i a. com） にもリ アルタイムで通知。
－復帰検査に合格するまでは、 Ｆ Ｉ Ａ国際カレンダーに登録されているモ

ータースポーツ競技一切に参加しないこと 。

ドライバーの管轄ＡＳＮによるもの：

－ドライバーが十分に回復したと 判断した場合は、当該ＡＳＮはその事件

を監視し、 当該ドライバーの競技への復帰は、次に参加する国際競技の

医師団長が実施した復帰検査に合格するこ と を条件に承認されるこ と を

確認する書類を当該ドライバーに提供する。

－当該ドライバーが参加を予定している次の国際競技の医師団長に健康状

態を通知し、復帰検査を実施する必要があるこ と を知らせたこ と を確認

する。

当該ドライバーが次に参加する国際競技の医師団長によるもの：

－ドライバーの管轄ＡＳＮから出される、当該ドライバーが次に参加する

国際競技の医師団長が実施する復帰検査に合格するこ と を条件に、競技

への復帰を承認するこ と を確認する文書の提示に応じて、当該ドライバ

ーに復帰検査を受けること を要請する。

Ｆ １ 、ＷＥＣ、Ｗｏ ｒ ｌ ｄ ＲＸ 、およびＷＲＣのための特別措置：

復帰検査は、 Ｆ Ｉ Ａ世界選手権の対象と はならない国際競技に先立

っ て行われない限り 、 Ｆ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲートの立ち合いの下

で実施される。

２ ２ ３. . ） 規定不遵守の場合の制裁

ドライバーが２ ． ２ ． １ ） および２ ． ２ ． ２ ） に定められた手続きを遵守しな

かっ た場合は、競技中に現地で、 またはＦ Ｉ Ａ国際カレンダーに登録された将

来の競技において、審査委員会に通知される場合があり 、 それにより 適切な決

定を下し、正当と判断された場合には罰則を科すこと ができる。
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第３条 アンチ・ ドーピングに関する組織体制

Ｆ Ｉ Ａアンチ・ ドーピング規則は、モータースポーツにおけるドライバーの健康、公正、

公平および安全性を推進し、ドーピングのないスポーツへ参加する彼らの基本的な権利の

保護を目的と する。

本規則は国際モータースポーツ競技規則付則Ａ項に掲載される。

第４条 控訴に対する委員会

各国において、ＡＳＮによっ て指名されたメディ カル委員会は、本規則の１ ３. ） 、 １ ４. ）

に定められた条件を論争の根拠と して、医師と ドライバーの間に生じたいかなる論争を解

決するために召集されること と する。

ドライバーは、医師、 メディ カル委員会の委員またはＡＳＮに承認された医師の立ち合い

のもと に試走の実施を要求されること がある。

当該国内委員会により 達せられた結論は、 Ｆ Ｉ Ａの管轄下にあるその他のすべての国によ

っ て承認される。

第５条 モータースポーツ競技における生理学的調査の規定

５ １. ） 概論

生理学的調査は医学の本質であると 考えられ、全体または一部で、実施される。

ａ ） 競技開催場所から離れ、参加者の任意および個人の合意が適用される法律

と 規則の規定に厳格な一致が得られるなら、実施者は下記の規定６ ２. ） 、

６ ３. ） および６ ４. ） に従わなく てもよい。

ｂ ） または、実施の競技および／またはプラ クティ スセッ ショ ン走行中に、上

記の合意の直接的な規定に加えて、 この場合は、いかなる時もどんな理由

であろう と も、競技の通常の運営および調査に関係のない競技参加者およ

びドラ イバーを妨げるものであっ てはならない。 よっ て、実施者は下記の

規定６ ２. ） 、 ６ ３. ） および ６ ４. ） に従わなければならない。

５ ２. ） 調査実施計画

調査実施計画および研究テーマの選択は、

ａ ） 独立した研究医師、またはその問題に関して有能な医学チームを持つ法人

によるもの

ｂ ） ＡＳＮメディ カル委員会を通じ、 ＡＳＮによるもの

ｃ ） Ｆ Ｉ Ａ Ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ Ｃｏ ｍｍｉ ｓ ｓ ｉ ｏ ｎ によるもの

注： ｂ ） またはｃ ） において、関係する委員会は、研究医師（ 含複数） を任命

する。

５ ３. ） 事前合意事項

競技中に行われる予定の実験は、権限のあるメディ カル委員会の事前の合意な

しでは実施すること ができない。すなわち：

５ ３ １. . ） 国内格式競技またはＦ Ｉ Ａ世界選手権以外の国際格式競技、および１つのＡＳ

Ｎの地理的カバーエリ ア内で行われる競技においては、関係する国内メディ カ

ル委員会の合意で必要かつ十分である。

５ ３ ２. . ） Ｆ Ｉ Ａ世界選手権に参加しているドライバーおよびコ ・ ドライバーが関係する
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すべての実験、 および１つの競技であるがいく つかのＡＳＮの管轄で走行する

こ と が予定されているＦ Ｉ Ａ世界選手権以外の国際的な実験については、 Ｆ Ｉ

Ａ Ｍｅ ｄ ｉ ｃ ａ ｌ Ｃｏ ｍｍｉ ｓ ｓ ｉ ｏ ｎ の合意が義務づけられる。従っ て、

国内メディ カル委員会によっ て委任されているか否かに関わらず、 これらの要

因の範囲内でかかる、 いかなる要請もＦ Ｉ Ａメディ カル委員会に提出しなけれ

ばならない。

５ ４. ） 競技および／または関連するプラクティ スセッ ショ ン中の生理的実験の「 フ ィ

ールドでの」 通常走行に要求される追加条件。

すべての場合において、以下の者の合意が必要と される。

－ 実験が実施される管轄のＡＳＮ

－ オーガナイザー

－ レースディ レクター

－ 医師団長

－ Ｆ Ｉ Ａ世界選手権の場合、イベントディ レク ター

このため、要請書には以下を明記しなければならない。

－ 実験に必要な医療機器のタイプ、量および配置

－ 実験の場所、必要な時間を明示すること

・ サーキッ ト競技の場合、 それがプラクティ スセッ ショ ン中または決勝レ

ース自体の中で実施されるか否かに関わらない。

・ ラ リ ー競技の場合、 それが計時ステージ中またはロードセクショ ン中で

実施されるか否かに関わらない。

－ 医師人員を含む、医学調査チームを構成する人数

Ｆ Ｉ Ａメディ カルデリ ゲートがいる競技では、 この要請書は情報と してデリ ゲ

ートに送られなければならない。

５ ５. ） 調査で得られた科学的データの利用

科学的成果は、研究医師のみが所有するものと なる。 または、場合によっ て、

その問題に関して有能な医学チームを持つ法人のみが所有するものと なる。

ａ ） 実施者の選択により 、データを配布すること は完全に彼らの自由である。

ｂ ） ただし、実施者は結果を管轄のＡＳＮおよびＦ Ｉ Ａに知らせるこ と を約束

するものと する。
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================================================================================ 

Ｆ Ｉ Ａ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項

第３章
ドライバーの装備品

(２ ０ ２ ２年１２月７日版）
================================================================================ 

第３章 ドライバーの装備品

第１条 ヘルメッ ト

１． １ ） 前頭部保持装置（ Ｆ ＨＲ） に使用する認定基準

Ｆ ＨＲの使用が、次の第３条に従っ て義務付けられている場合、サーキッ ト競

技、 ヒ ルクライムまたはラリ ーのスペシャルステージに参加し、 Ｆ Ｉ Ａカレン

ダーに登録されているドライバーは、次のいずれかで公認されたクラ ッ シュ ヘ

ルメ ッ トを着用しなければならない。

Ｆ Ｉ Ａ基準：

－ または8858-2002 8858-2010（ テクニカルリ ストNo. 41） 、
－ （ 8859 テクニカルリ ストNo. 49） 、
－ （ 8860-2010 テクニカルリ ストNo. 33） 、 または
－ または8860-2018 8860-2018-ABP（ テクニカルリ ストNo. 69）

１ １ １. . ） 下記の選手権の何れかの競技に参加するドライバーも次のチャートに従っ て、

ヘルメッ トを着用しなければならない：
選手権 Ｆ Ｉ Ａ基準

フォーミ ュ ラ  1 世界選
手権

8860-2018-ABP 

フォーミ ュ ラ  2 8860-2018-ABP 
フォーミ ュ ラ  3 8860-2018-ABP 
ﾌｫ ﾐーｭﾗ ﾚｼ゙ ｮﾅﾙ (3)  8860-2018-ABP 
フォーミ ュ ラ  E 
（ シーズン６から）

8860-2018-ABP 

FI A世界ラリ ー選手権で優
先１ドライバーおよび

コ ・ ドライバーである場

合、あるいは2021年付則J
項第255A条に合致したワ
ールドラリ ーカーで競技

する優先２ドライバーお

よびコ ・ ドライバー

または8860-2018  8860-2018-ABP 

WEC（ LMH, LMP2&LMGTE）  8860-2018 または 8860-2018-ABP 
FI A世界ラリ ークロス選
手権の全ドライバー

または8860-2010,  8860-2018  8860-2018-ABP 

FI A GTワールドカッ プ または 8860-2018  8860-2018-ABP 
GT3車両で行われる国際
シリ ーズ

または8860-2018  8860-2018-ABP 

FI Aモータースポーツゲ
ーム： GTカッ プ または8860-2018  8860-2018-ABP 
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FI A世界ツーリ ングカー
カッ プ、 フルシーズンの

常任ドライバーについて

または8860-2018  8860-2018-ABP 

FI A ETCR ｅ ツーリ ング
カーカッ プの選手権ポイ

ントを獲得する資格のあ

るドライバー

または8860-2018  8860-2018-ABP 

世界ラリ ー選手権のすべてのドライバー、 および技術規定にＦ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ

ラ １ またはＦ ３ ０ ０ ０技術規則のクラ ッ シュ構造体要件が含まれている国際シ

リ ーズの全ドラ イバーは、 Ｆ Ｉ Ａ基準8860（ テク ニカルリ ストNo. 33またはテ
ク ニカルリ ストNo. 69） で公認されたヘルメ ッ トを着用するこ と が強く 推奨さ
れる。

１ ２. ） 前頭部保持装置（ Ｆ ＨＲ） なしで使用する認定基準

Ｆ ＨＲの使用が義務ではない場合、 Ｆ Ｉ Ａカレンダーに登録されているサーキ

ッ ト競技、 ヒ ルクライムあるいはラ リ ーのスペシャ ルステージに参加するドラ

イバーは、 Ｆ Ｉ Ａテク ニカルリ ストNo. 25に記載されている基準の１ つで公認
されたクラ ッ シュ ヘルメッ トを着用しなければならない。

１ ３. ） 使用の条件

オープンコクピッ ト車両に搭乗するドライバー、 およびＷＥＣ選手権の何れか

の競技に参加するドラ イバーも、チン（ 顎） バーがヘルメ ッ ト構造の一体部品

と なっ ており 、 Ｆ Ｉ Ａ承認基準にのっ と り 試験を受けたものであるフルフ ェ イ

スヘルメ ッ トを着用しなければならない。 これはヒ ストリ ッ クのオープンコク

ピッ ト車両、およびオートク ロスのスーパーバギー、バギー およびジュ ニ1600
アバギーにも推奨される。

いかなる t ear－of f sバイザーもトラ ッ ク上やピッ トレーン上に不必要に投げ捨
ててはならない。

テクニカルリ ストＮｏ .３ ３ 、 Ｎｏ .６ ９ 、 Ｎｏ .４ １およびＮｏ .４ ９に記載さ
れたフルフ ェ イスヘルメ ッ トに装着されたフルバイザーにはＦ Ｉ Ａステッ カー

が貼付されれている。

その施行日は：

・ 年2016 １月１日以降に製造されたバイザーにはＦ Ｉ Ａステッ カーが貼付さ

れていなければならない。

・ 年 月 日以前2015 12 31 に製造されたバイザーにはＦ Ｉ Ａステッ カーの貼付は

義務付けられておらず、 ステッ カーなしに使用されている場合もある。

クローズドコクピッ ト車両に搭乗するフルフ ェ イスヘルメ ッ トを着用するドラ

イバーおよびコ ・ ドラ イバーは、負傷したドライバーの気道に適切にアクセス

できること を保証するために、次のテスト ⑴に合格できなければならない。

－ ドライバーは、 ヘルメ ッ トおよびＦ Ｉ Ａ承認の頭部の動きを抑制する装置

を正しく 着用し、安全ベルトを締めた状態で車両のシートに着座する。

－ 救助員２名の助けを借り て、競技会医師団長（ もし く は、 もし居ればＦ Ｉ

Ａメディ カルデレゲート ） が、 ドラ イバーの頭部を中立位置に保っ たまま

ヘルメッ トを脱がせること が可能でなければならない。

もしこれが不可能な場合、ドラ イバーはオープンフ ェ イスヘルメ ッ トを着用す

ること が求められる。

ドライバーは、競技のスタート前に上記テストを実施するためにＦ Ｉ Ａメディ



国際モー ター スポー ツ競技規則付則Ｌ項第３章

3  / 7

カルデリ ゲートまたは医師団長にコンタクトしなければならない。
⑴ヒ ストリ ッ ク車両については、 これに適合すること が推奨される。

１ ４. ） 改造

製造者が定めた認めた方法に従う 場合を除き、製造された当初の仕様からのい

かなる改造も認められない。付属品はヘルメ ッ ト製造者の指示に従っ た方法で

取り 付けられなければならない。 Ｆ Ｉ Ａにより 認められた付属品のみが使用さ

れること 。 その他いかなる改造が施された、 あるいは認められていない付属品

（ ヘルメ ッ トカメ ラ、 バイザーなど） の付いたヘルメ ッ トも、 Ｆ Ｉ Ａヘルメ ッ

ト公認を無効と する。

１ ５. ） 最大重量およびコミ ュ ニケーショ ンシステム

－ ヘルメ ッ トの重量は競技会期間中いかなる時も検査を受ける可能性があり

その重量は、 すべての付属品および取り 付け具を含み、 フ ルフ ェ イス・ タ

イプのヘルメ ッ トは1900g、 またオープンフ ェ イス・ タ イプのヘルメ ッ トは
1700gを超えてはならない。

－ ヘルメ ッ トに取り つけられる無線スピーカーは、 ラ リ ーク ロスおよびオー

トクロス競技会を除き、 すべてのサーキッ ト競技およびヒ ルク ラ イム競技

で禁止される（ イヤープラグ・ タ イプの変換器は許される） 。 医療的見地

からのみ、 そのドラ イバーが所属するＡＳＮのメディ カル委員会を通じて、

特別措置の申請が行なわれてよい。 マイクロフ ォ ンの取り付けは、上記１ .
４ ） に従う 場合のみ行われてよい。

１ ６. ） 装飾

塗料はヘルメッ トの帽体の素材と 反応を起こし、 その保護能力に影響を及ぼす。

ヘルメ ッ ト製造者によっ て提供されるガイドラインに従っ てヘルメ ッ トの塗装

を行う のは競技参加者の責務である。塗装に関するガイドラインはヘルメ ッ ト

製造者のウエブサイトで公示されているか、製造者に直接請求して取り 寄せる

ヘルメッ トユーザーガイドラインに掲載されている。

塗料が内側に染み込んだ場合、ヘルメッ トライナーの性能に影響を及ぼすため、

帽体に有効なマスキングを施すこと 。

製造者の取扱説明書は、 ステッ カーや転写の使用についても考慮すべきである。

第２条 耐火炎被服

国際スポーツカレンダーに登録されているサーキッ ト競技、 ヒルクライム、 ラ リ ーのスペ

シャルステージおよびクロスカントリ ーラ リ ーのセレクティ ブセクショ ンにおいては、す

べてのドライバーと コ ・ ドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856-2000（ Ｆ Ｉ Ａテク ニカルリ スト
Ｎｏ ． ２ ７ ） あるいはＦ Ｉ Ａ基準8856-2018（ テク ニカルリ ストＮｏ ． ７ ４ ） に従っ て公
認されたオーバーオール、長袖・ 長ズボンのアンダーウェ ア、バラクラバ帽、ソッ クス、

シュ ーズおよびグローブ（ コ ・ ドライバーについては任意） （ Ｆ Ｉ Ａテクニカルリ ストＮ

ｏ ． ２７ ） を着用しなければならない。

以下の選手権の何れかの競技に参加するドライバーおよびコ ・ ドライバーも、 Ｆ Ｉ Ａ基準

（8856-2018 テクニカルリ ストNo. 74） に従っ て公認されたオーバーオール、長袖・ 長ズボ
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ンのアンダーウェ ア、 バラクラバ帽、ソッ クス、シュ ーズおよびグローブ（ コ ・ ドライバ

ーについては任意） を着用しなければならない。

フ ォーミ ュ ラ* Ｅ（ ６シーズン）

フ ォーミ ュ ラ* １世界選手権

ＷＥＣ（* シーズン から2021 ）

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ラ リ ー選手権のプラ イオリ ティ １ ドラ イバーと してリ スト されている場合

（ および同乗するコ ・ ドライバー）

フ ォーミ ュ ラ* ２

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ラリ ークロス選手権のすべてのドライバー

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ツーリ ングカーカッ プ

＊Ｆ Ｉ Ａ ＧＴ ワールドカッ プ

＊Ｆ Ｉ Ａモータースポーツゲーム： ＧＴ ＣＵＰ

＊ＧＴ ３車両が競う 国際シリ ーズ

＊Ｆ Ｉ Ａ世界ラリ ー選手権のプライオリ ティ ２ 、 ３ 、 あるいは４ドライバーと して記載さ

れている場合（ および同乗するコ ・ ドライバー）

＊Ｆ Ｉ Ａク ロスカントリ ーラリ ー世界選手権のすべてのドライバー（ および同乗するコ ・

ドライバー）

＊Ｆ Ｉ Ａク ロスカントリ ー・ バハ・ ワールドカッ プのすべてのドライバー（ および同乗す

るコ ・ ドライバー）

＊フ ォーミ ュ ラ３

＊Ｆ Ｉ Ａ ＥＴ ＣＲ ｅ ツーリ ングカー・ ワールドカッ プの選手権ポイントを得る資格のあ

るドライバー

以下の選手権の何れかの競技に参加するドラ イバーは、 ２ ０ ２ ３ 年(1)から Ｆ Ｉ Ａ基準

（8856-2018 テクニカルリ ストNo. 74） で公認されたグローブを着用しなければならない。
＊フォーミ ュ ラ１世界選手権
(1)  ２ ０ ２ ３年から公認されたグローブは、以下の例「 DC. XXX. 23-G」 に示すよう に、 23以
上の公認番号を有していなければならない。

Ｆ Ｉ Ａ世界ラ リ ー選手権において、 ドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856-2000あるいはＦ Ｉ Ａ
基準8856-2018に従っ て公認され、ヘルメ ッ トを取り 外す際の首への負荷を軽減するバラ
クラバ帽と して、 テクニカルリ ストに掲載されたバラクラバ帽の着用が推奨される。

きつ過ぎる着衣は保護能力を引き下げてしまう ので、着用者は、 これらの着衣がきつ過ぎ

ないこと を確実にすること 。バラクラバ帽はレーシングスーツの下に着用しなければなら

ない。首、手首、足首は、常に少なく と も２つの防護服で覆われること 。バラクラバ帽と

最も外側のアンダーウェ アは、最低３ cm、 ドライバーの首まわり に重なるよう にすること
と し、正面中心線の部分は、少なく と も８ cm重なるよう にすること 。
上半身と 下半身のアンダーウェ アは、ドライバーの腰の周り で最低７ cm重ならなければな
らない。

正当な医学的理由がある場合には、 ドライバーの皮膚と義務付けのＦ Ｉ Ａ承認のアンダー

ウェ アの間に、 Ｆ Ｉ Ａ未承認のアンダーウェ アを着用するこ と ができる。ただし、 ドライ

バーの肌に接触する非難燃性合成素材の使用は許可されない。

ドライバーと コ ・ ドライバーは、

i ) Ｆ Ｉ Ａ未承認の追加の個人的難燃性アンダーウェ アを着用すること ができる。
あるいは
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�)肌と 義務付けのＦ Ｉ Ａ公認アンダーウェ アと の間に、 Ｆ Ｉ Ａ公認の個人的アンダーウ
ェ アを着用すること ができる。

オーバーオールの上に着用すること が許可されているのは、防炎性でI SO15025に準拠した
膝パッ ドまたは肘パッ ドだけである。

オーバーオールに直接なされる刺繍は、 より 効果的な遮熱のため、最も外側の生地にのみ

許される。バッ ジの基部と なる生地およびバッ ジをオーバーオールに縫付ける糸は耐火性

でなければならない。糸が防炎性であり 、 I SO15025に準拠していれば、バッ ジの縫い目は
すべての層を通過できる。 ドライバーの着衣への印刷あるいは転写は製品の製造者のみが

行い、基準8856-2000または で8856-2018 定義されているスーツの性能を低下させてはなら

ない（ 詳細な要件および使用に当たっ ての指示事項については、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856-2000の
付則 またはＦ Ｉ Ａ基準8856-2018の付則Ｆ を参照のこと ） 。
印刷または転写を使用してカスタマイズされたＦ Ｉ Ａに承認された8856-2018衣服には、
製造元からの証明書を添付しなければならない。

単座席のレーシングカーでスタンディ ングスタートを伴う 競技に参加するドライバーは、

トラブルが発生した場合にレーススターターの注意を引けるよう 、車両の主色と対比して、

と ても見やすい色のグローブを着用しなければならない。

ドライバーが着用するあらゆる冷却システムを循環する物質も、大気圧と等しい圧力の水

または空気以外の物質であっ てはならない。水システムは、 それが機能するために衣類に

浸透するよう なものであっ てはならない。

酷暑の中で開催される競技においては、冷却システムを使用すること が推奨される（ 例え

ば、冷却を目的にデザインされ、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856-2000あるいはＦ Ｉ Ａ基準8856-2018に従
っ て公認されたアンダーウェ アに接続する等） 。

２ １. ） バイオメトリ ッ ク装置

ドライバーはレース中に生体情報を収集するための装置を着用するこ と ができ

る。

－ バイオメ トリ ッ ク装置がＦ Ｉ Ａ基準8856に準拠した防護服に組み込まれて
いる場合、その衣服はＦ Ｉ Ａ基準8856および で8868-2018 公認されること 。

－ バイオメ ト リ ッ ク 装置がスタ ンドアロン装置の場合、装置はＦ Ｉ Ａ基準

でのみ8868-2018 公認されなければならない。 この装置は、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856
に準拠した衣服に加えて着用されなければならない。
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第３条 前方への頭部の動きの抑制（ Ｆ ＨＲ）

３ ． １ ） 当該装置がＦ Ｉ Ａ基準８８ ５８に従っ て公認されない限り 、国際競技において、

頭部や頸部の保護を意図してヘルメ ッ トに装置するいかなる装置の着用も禁止

される。公認されたＦ ＨＲシステムはＦ Ｉ Ａテク ニカルリ ストNo. 29に掲載さ
れる。ＨＡＮＳ襟部の最小角度は水平から６０ ° と する。
ドライバーと tｈ ｅ ＨＡＮＳ® ｙ ｏ ｋ ｅ 間に使用されるいかなるパッ ドも、 ドラ
イバーが全てを装備しハーネスを締め車両に着座した時に15mm厚を超えるもので
あっ てはならない。パッ ドはＩ ＳＯ１５０２５規格に合致した耐炎性（ 難燃性）

素材で覆われていなければならず、 ｔ ｈ ｅ ＨＡＮＳ® ｙ ｏ ｋ ｅ の両端から８ｍ
ｍを超える幅があっ てはならない。

すべての国際格式競技会において、 ドライバーおよびコ ・ ドラ イバーはＦ Ｉ Ａ

承認のＦ ＨＲシステムを着用しなければならない。 ただし、下記の例外あるい

は規則が適用される。

Ｆ Ｉ Ａ承認のＦ ＨＲシステムの着用は、

ａ ） ピリ オドＧ以降のフ ォーミ ュ ラ １車両においては、 Ｆ Ｉ Ａ安全委員会発行

の書面による特別措置を取得している場合を除き、義務づけられる。

ｂ ） その他のヒ ストリ ッ ク車両については推奨される。

ｃ ） 代替エネルギー車両の次のカテゴリ ーについては義務づけられない： 、

、 Ａ、 、 Ｖ電気カート、 、

ｄ ） 206年 月 日以前1 1 に発行されたテクニカルパスポートを有するカテゴリ ー

、 Ｖ、 の代替エネルギー車両については推奨される。

技術的な理由により 、 Ｆ Ｉ Ａ承認のＦ ＨＲの着用が不可能なその他の車両につ

いては、 Ｆ Ｉ Ａ安全委員会に対し特例を申請すること が可能である。

３ ． ２ ） 使用の条件

Ｆ ＨＲシステムは、以下の表に従い、 Ｆ Ｉ Ａ承認品と のみ着用されなければな

らない。

ヘルメッ ト ⑵
テザーシステム

（ テザー、テザー留め具、
およびヘルメッ ト固定点）

FI A （8860 テクニカルリ ストNo. 33、
およびNo. 69）
FI A （8858 テクニカルリ ストNo. 41）
FI A （8859 テクニカルリ ストNo. 49）

FI A （8858 テクニカルリ ストNo. 29）

⑵ 上記１ １. 項に従い、各選手権においてヘルメ ッ トの着用が義務づけられる。

Ｆ ＨＲ装置は以下に従っ て装着されなければならない：

ａ ） 「 Gui de and i nst al l at i on speci f i cat i on f or  HANS® devi ces i n raci ng 
compet i t i on（ レース競技におけるＨＡＮＳ®装置のガイドと 導入仕様） 」
または

ｂ ） 「 Gui de and i nst al l at i on speci f i cat i on f or  Hybr i d & Hybr i d Pro 
devi ces i n raci ng compet i t i on（ レース競技におけるHybr i d & Hybr i d Pro装
置のガイドと導入仕様） 」
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３ ． ３ ） Ｆ Ｉ Ａ基準8858-2002、 、 、8858-2010 8859-2015 および8860-2010適合品と の互
換性および許される使用

ＦＨＲ

8858-2010 
テザー

（ テザー留め具含む）

8858-2010 

ヘルメッ ト固定点

8858-2010 
ヘルメッ ト

8858-2010、 8859-2015、 8860-
2010、 および8860-2018

ＨＡＮＳ

8858-2002 ○ ○ ○

テザー（ テザー留

め具含む）

8858-2002 
× 機械的に

互換性があれば
○

ヘルメ ッ ト 固定点

8858-2002 ○ 機械的に

互換性があれば
×

ヘルメッ ト

8858-2002 ○ ○ ×

上記の表に示される通り に使用される場合は、 FI A基準8858-2002、 、8858-2010
、 、8859-2015 8860-2010 および は8860-2018 有効である。

第４条 安全ベルト

ドライバーは、当該車両が関係する付則Ｊ 項の仕様に合致した安全ベルトによっ て、競技

中、サーキッ ト、 ピッ トレーン、 スペシャ ルステージ、 または競技コースで車両が動く 状

態にある時は、常に適切にシートに拘束されていなければならない。

第５条 装身具（ ジュ エリ ー） の着用

身体穿孔または金属ネッ クチェ ーンの形の装身具（ ジュ エリ ー） の着用は、競技中は禁止

されているため、競技開始前に確認される場合がある。
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================================================================================ 

Ｆ Ｉ Ａ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項

第４章
サーキッ トにおけるドライブ行為の規律

(２ ０ ２ ２年１２月７日版）
================================================================================ 

第４章 サーキッ トにおけるドライブ行為の規律

第１条 信号の遵守

国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に詳述される指示内容は、 ドライブ行為に関する

本規律の一部と みなされる。すべてのドライバーは、 これらを遵守しなければならない。

第２条 追い越し、車両のコントロールと 走路の範囲

ａ ） 走路上に他の車両がない場合には当該走路の幅員の全部を１台の車両が使

用するこ と ができる。 ただし、 その車両を追い越そう と する車両によっ て

追い付かれた時に、 そのドラ イバーは、直ちに最初の可能な機会に自分よ

り速いそのドライバーに追い越させなければならない。

追い迫られている車両のドライバーが、 そのバッ ク ミ ラーを十分に使用し

ていないと 思われる場合には、旗信号委員は、 より 速いドラ イバーがその

者を追い越そう と しているこ と を知らせるために、青旗を振動表示する。

青旗を無視したと 判断されるドライバーは、審査委員会に報告される。

ｂ ） 追い越しは、 その瞬間の可能性に応じて、左右のいずれの側でも実施する

こと ができる。

ドライバーは正当な理由なく 走路を外れてはならない。順位を守るために

２回以上進行方向を変更すること は認められない。

順位を守るためにラインを外れたドライバーがレーシングラ インに戻っ た

場合には、 コーナーに接近する際に走路の端部と 自身の車両の間に少なく

と も車両１台分の幅をあけること 。

ただし、順位を守るための２回以上の進路変更、走路端を越え故意に車両

を寄せるこ と 、 その他の異常な進路変更を伴う よう な、他のドラ イバーを

妨害するよう な行為は厳重に禁止される。上述の反則行為をしたと 判断さ

れるドライバーは、審査委員会に報告される。

ｃ ） ドラ イバーは常に走路を使用しなければならず、正当な理由なく 走路を離

れるこ と はできない。疑義を避けるため、走路端部を定めている白線は走

路の一部と見なされるが、縁石は走路の一部と はみなされない。

理由のいかんにかかわらず車両が走路を退去した場合、 ドラ イバーは再び

合流するこ と ができる。 しかしながら、 その再合流は、 それを行う こ と が

安全であり 、 その実施によっ て持続的に優位に立つこ と がない場合にのみ

実施できる。走路に車両の一部分も接触していない状態であれば、 ドラ イ

バーは走路を退去したものと 判断される。

ドライバーは、 コース上に破片等を持ち込むこ と になるよう な行為を行っ
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た場合、競技会審査委員に報告される場合がある。

ｄ ） 衝突の原因と なっ たり 、重大な過誤を繰り 返したり 、 あるいは車両に対す

るコントロールの欠如（ 走路から離脱するよう な） が見受けられると きは、

審査委員会に報告され、一切の当該ドライバーに対し失格に至るまでの罰

則を適用すること ができる。

ｅ ） いかなると きも、車両を不必要に低速で運転したり 、不規則に走らせたり 、

あるいは他のドライバーにと っ て潜在的に危険と 見なされるよう な運転を

すること は許されない。

第３条 レース中に停止した車両
ａ ） レース速度を維持するこ と ができないと いう 理由で走路を退去する車両の

ドライバーは、直ちにその退去意志についての合図を行う ものと し、 かつ、

その行動が安全に、 また退去地点のできる限り 近く で行われるよう に確保

する責任を有するものと する。

ｂ ） 車両がピッ トレーンの外側で停止した場合には、 その車両がそこにあるこ

と が他のドライバーの危険と ならないよう 、 あるいは妨げと ならないよう 、

できる限り速やかに移動させなければならない。

ドライバー自身がその車両を移動させるこ と ができない場合、 そのドラ イ

バーを援助するこ と はコース委員の義務と する。 このよう な援助が、結果

と してドライバーのレース復帰につながる場合は、いかなる規則違反もせ

ず、かつ利益を受けること なく それが行われなければならない。

ｃ ） 走路で実行される修理は、 ドライバー自身により 車載されている工具およ

び部品を用いて行う こと のみが認められる。

ｄ ） いかなる種類の補給も禁止されるが、当該車両が自己のピッ トに停車して

いる場合は除く 。

ｅ ） ドラ イバーと 正規に指名された競技役員以外は車両に触れること は認めら

れない。ただし、当該車両がピッ トレーンにある場合は除く 。

ｆ ） 走路上で車両を押すこと は禁止される。

ｇ ） レースが中断されている間を除き、 それがたと え一時的にではあっ ても、

サーキッ ト上でドライバーによっ て放棄された車両は、いかなる車両であ

っ ても、当該レースを途中棄権したものと 見なす。

第４条 ピッ トレーンへの進入
ａ ） ピッ トレーンへと導く 走路区間は「 ピッ ト入口ロード」 と 呼称される。

ｂ ） 競技中、規定で別途定めがない限り 、走路からピッ トレーンへの進入はピ

ッ ト入口ロードを通じてのみ行う こと が認められる。

ｃ ） 走路を出てピッ トレーンに進入しよう と するドライバーは、 その行為が安

全であること を確認すること 。みや

ｄ ） 不可抗力（ 競技審査委員会によっ てそのよう に認められた） の場合、ある

いは任命がある場合のレースディ レクターまたは競技長が別途定めを行う

場合を除き、 ピッ トレーンに進入する車両の一切のタイヤ部分は、いかな

る方向であっ ても、 ピッ トレーンに進入する車両と コース上の車両を分離

する目的でコース上に引かれた一切のラインを横断するこ と は禁止される。

疑義を避けるため、横断と は、 タイヤの外側がピッ トレーンを基準と して、

コース上に描かれた関連するラインの外側を越えないこと を意味する。
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第５条 ピッ トレーン
ａ ） ピッ トレーンは、 ピッ トウォ ールに最も近いレーンを「 フ ァ ストレーン」 、

ガレージ（ 場合によっ てはワーキングウォ ール） に近いレーンを「 インナ

ーレーン」 （ または「 作業レーン」 ） と し、区分けされる。

ｂ ） フ ァ ストレーンを走行する車は、作業レーンから再合流する車両より 優先

される。 ガレージやピッ トスト ッ プの位置を一旦離れた車両は、安全が確

認され次第、すでにフ ァ ストレーンにいる車両を不必要に妨げるこ と なく 、

フ ァ ストレーンに入り込まなければならない。

ｃ ） ピッ トレーンでは速度制限が課され、常にこれを遵守しなければならない。

ｄ ） フ ァ ストレーンまたは作業レーンを走行中の車両は、明らかな機械的問題

を抱えた遅い車両、停止している車両、障害物などの例外的状況を除き、

フ ァ ストレーンの他の車両を追い抜く こと はできない。

ｅ ） 車両は、指定されたガレージから走り出した時、 またはピッ トストッ プ位

置から移動した時にリ リ ースされたものと みなされる。

ｆ ） 車両は、 ピッ トレーン要員や他のドライバーに危険を及ぼしたり 、不必要

に妨げたり するよう な方法で、 ガレージやピッ トスト ッ プ位置から リ リ ー

スされてはならない。 ピッ トレーン要員や他の車両を危険にさらす、 ある

いは不必要に妨げるよう な方法で、機材やタイヤをピッ トレーンに置いて

はならない。

ｇ ） 安全でない状態で車両をガレージあるいはピッ トスト ッ プ位置から リ リ ー

スすること はできない。

ｈ ） ピッ トレーンでの車両同士の接触は、競技審査委員会に報告される場合が

ある。

第６条 ピッ トレーンからの退去
ａ ） ピッ トレーン出口から走路へと 導く 走路区間は、 「 ピッ ト出口ロード」 と

呼称される。

ｂ ） ピッ トレーン出口には、緑色灯火と赤色灯火（ あるいは類似の合図） が設

置される。車両は、緑色灯火が点灯（ あるいは合図が出されている） 時に

限り ピッ トレーンを離れること ができる。

ｃ ） 不可抗力（ 審査委員会によっ てそのよう に認められた） の場合、あるいは

任命がある場合のレースディ レクターまたは競技長が別途定めを行う 場合

を除き、 ピッ トレーンを出よう と する車両の一切のタイヤ部分は、 ピッ ト

を離れる車両と トラ ッ ク上を走行する車両と を区分する目的でトラ ッ ク上

に引かれているいかなるラインも超えてはならない。疑義を避けるため、

横断と は、 タ イヤの外側がピッ トレーンを基準と して、 コース上に描かれ

た関連するラインの外側を越えないこと を意味する。
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Ｆ Ｉ Ａ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項

第５章
オフロードサーキッ トにおけるドライブ行為の規律

(２ ０ ２ ２年１２月７日版）
================================================================================ 

第５章 オフロードサーキッ トにおけるドライブ行為の規律

第１条 信号の遵守

国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に詳述される指示内容は、 ドライブ行為に関する

本規律の一部と みなされる。すべてのドライバーは、 これらを遵守しなければならない。

第２条 追い越し、車両のコントロールと 走路の範囲

ａ ） 走路上に他の車両がない場合には当該走路の幅員の全部を１台の車両が使

用するこ と ができる。 ただし、 その車両を追い越そう と する車両によっ て

追い付かれた時に、 そのドラ イバーは、直ちに最初の可能な機会に自分よ

り速いそのドライバーに追い越させなければならない。

ｂ ） 追い越しは、 その瞬間の可能性に応じて、左右のいずれの側でも実施する

こと ができる。

ドライバーは正当な理由なく 故意に走路を外れてはならない。順位を守る

ために２回以上進行方向を変更すること は認められない。

順位を守るためにラインを外れたドライバーがレーシングラ インに戻っ た

場合には、 コーナーに接近する際に走路の端部と 自身の車両の間に少なく

と も車両１台分の幅をあけること 。

ただし、順位を守るための２回以上の進路変更、走路端を越え故意に車両

を寄せるこ と 、 その他の異常な進路変更を伴う よう な、他のドラ イバーを

妨害するよう な行為は厳重に禁止される。永続的な優位性をもたらすプッ

シュ またはその他の接触は固く 禁じられる。上述の反則行為をしたと 判断

されるドライバーは、審査委員会に報告される。

ｃ ） ドライバーは常に走路を使用しなければならない。

理由のいかんにかかわらず車両が走路を退去した場合、下記２． ｄ ） を侵

さずにドライバーは再び走路に入ること ができる。 しかしながら 、 その再

合流は、 それを行う こ と が安全であり 、 その実施によっ て優位に立つこ と

がない場合にのみ実施できる。疑義を避けるために、走路端部は白線、 タ

イヤの積み重ね、 マーカーポールあるいはＦ Ｉ Ａ指名のレースディ レク タ

ーが居る場合はそれが定める装置、 または競技長がブリ ーフ ィ ングで定め

ること ができる。

ラ インが走路の端を示しており 、走路に車両の一部分も接触していない状

態であれば、 あるいは車が物理的なマーカーの後ろを通る、 または実質的

に移動させる場合、ドライバーは走路を退去したものと 判断される。

ｄ ） 重大な過誤を繰り 返す行為、 あるいは車両に対するコ ントロールの欠如
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（ 走路から離脱するよう な） が見受けられると きは、審査委員会に報告さ

れ、一切の当該ドライバーに対し失格に至るまでの罰則を適用するこ と が

できる。

ｅ ） いかなると きも、車両を不必要に低速で運転したり 、不規則に走らせたり 、

あるいは他のドライバーにと っ て潜在的に危険と 見なされるよう な運転を

すること は許されない。

ｆ ） 規則で許可されていない限り 、 レースの開始前にホイールを回転（ スピン）

させること は、指定されたグリ ッ ド前エリ アでのみ許可されている。

ｇ ） ジョ ーカーラ ッ プがある場合、 ドライバーは危険を構成したり 他のドライ

バーを妨げたり しないよう な方法でジョ ーカーラ ッ プセクショ ンに出入り

しなければならない。 ジョ ーカーラ ッ プセクショ ンの出口では、主走路上

の車が優先される。

第３条 レース中に停止した車両

レース速度を維持するこ と ができないと いう 理由で走路を退去する車両のドライバーは、

直ちにその退去意志についての合図を行う ものと し、 かつ、 その行動が安全に、また退去

地点のできる限り近く で行われるよう に確保する責任を有するものと する。

第４条 走路から出る

レース中またはチェ ッ カーフラ ッ グが表示された後に走路を離れるつもり であるドライバ

ーは、 それを行う こと が安全であること を確実にするべきであり 、行動が安全に実行され

ること を確実にする責任がある。
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Ｆ Ｉ Ａ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項

第６章
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================================================================================ 

第６章 国際競技に車両をエントリ ーする競技参加者（ エントラント ）

のための国際ライセンス

第１条 国際競技参加者ライセンス

１． １ ） 国際競技参加者ライセンス（ 国際モータースポーツ競技規則第９条） ：

国際競技に参加受付を希望する一切の競技参加者（ 国際モータースポーツ競技

規則第２０条） に、国際モータースポーツ競技規則第９条１５項に定められて

いる通り 、すべての行為および不作為に対する責任の認定と して、要求される。

１． ２ ） ライセンスの発給

国際競技参加者ライセンスは、申請者（ 個人または団体） の母国のＡＳＮ（ 国

際スポーツ競技規則第２０条） によっ て発給される。

１． ３ ） 資格基準

個人について： 未成年でなく 、法的能力を有すること 。

団体について チーム( 、 ク ラ ブ、 協会、会社など） ： 法人の法的代表者と して

指名された者でなければならない。法的代表者が競技期間中に出席できない場

合は、 ライセンスに記載されているライセンス代表者からの正式な権限委任が

必要であり 、当該ライセンスを携行して競技に出席する者に委任しなければな

らない。

上記に加え、各ＡＳＮは国際競技参加者ライセンスを発給する基準を定めるこ

と ができる。
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Ｆ Ｉ Ａ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項

付則１
(２ ０ ２ ２年１２月７日版）

================================================================================ 

付則１

次の表の対象と なるためには、関連した選手権は次の基準も満たす必要がある。 ：

－ 最少５つの競技で構成されているこ と 。本条項の目的のために、 １つの競技の終了と

その次の競技のスタートと の間は最低７２時間が経過していること を条件と してのみ、

競技がその資格を有する。 また、各競技は、 １つまたは複数のレースを行う こ と がで

き、 すべてのレースは、最終的な選手権認定順位のために、選手権競技規則に従っ て

考慮されなければならない。 ２０ ２ ０年、 ２ ０ ２ １年、 ２ ０ ２２年、 および２ ０２ ３

年３月３１日までに終了する選手権については競技の最少数は３と する。

－ 最少３つの異なるトラ ッ クで開催されるこ と 。 Ｆ Ｉ Ａにより 認められライセンスを付

与される一切のサーキッ ト仕様選択肢をこの目的のためにトラ ッ ク と みなすこ と がで

きる。 ２０ ２ ０年、 ２ ０２ １年、 ２ ０ ２２年、 および２ ０ ２ ３年３月３１日までに終

了する選手権についてはトラ ッ クの最少数は２と する。

－ Ｆ Ｉ Ａ国際スポーツ規則が遵守され、正規にＡＳＮにより 公認されていること 。

－ Ｆ Ｉ Ａ公認トラ ッ クにて開催されること 。

Ｆ Ｉ Ａカート選手権については、上記の最初の２つの基準は適用されない。

選手権競技の最初のレースでスタートするドライバーが１６名未満と なる場合は、その選

手権でドライバーに付与されるポイント数は削減される。

減算は、最低１６名を下回るドライバー数の不足に比例し、最低人数を下回るドライバー

１名あたり １０％の減算に基づき、 この不足に関して増加的に計算される（ 例： １ ６名以

上のドライバーがスタートする場合は１０ ０％、 １５名のドライバーがスタートする場合

は９ ０％のポイント、 １ ４名のドラ イバーがスタートする場合は８ ０％のポイント 、 な

ど） 。選手権の複数競技の最初のレースでスタートするドライバーが１６名を下回る場合、

最初のレースをスタートするドライバーの数が最も少ない競技が上記の目的のために決め

手と なる。 ２０ ２０年、 ２ ０２ １年、 ２０ ２２年、および２ ０２３年３月３１日までに終

了する選手権については、 １０ ０％のＳＬ ポイントを獲得するために最初のレースを出走

するドライバーの最少人数は１０名と する。

Ｆ Ｉ Ａが認定するすべての国内Ｆ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラ４選手権に出場するドライバーは、 １

５歳以上でなければならない（ 生年月日に拘束される） 。 １ ５歳未満でＦ Ｉ Ａが認定する

Ｆ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラ４選手権に参戦したドライバーは、 その年およびその競技後の２年間、

スーパーライセンス・ ポイントを獲得すること ができない。

ペナルティ ポイントシステムが適用されるＦ Ｉ Ａ選手権において、何のペナルティ ポイン

トも受けずに選手権の期間中に競技したドライバーは、次の表によっ て確立されている競

技結果のポイントに加え２ポイントが与えられる。

下の表に示されているよう に、 Ｆ Ｉ Ａ Ｆ ３ワールドカッ プの勝者には、同一カレンダー

年のその競技結果に加えてさらに５ポイントが与えられる。

フ リ ープラクティ ス・ オンリ ー・ スーパーライセンス所有者はフ リ ープラクティ スセッ シ

ョ ンの間に少なく と も１０ ０ ｋ ｍの完走を成功した後、 Ｆ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ ラ １世界選手権
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の大会１つにつき１ポイントの追加点が認められるが、 ペナルティ ポイントが一切課され

ていないこ と を条件と する。そのよう な追加点最大１０ポイントがスーパーライセンス申

請に考慮される。 このよう な授与ポイントは、 フ リ ープラクティ スセッ ショ ンを完了した

カレンダー年の、当該者の競技結果に加えてカウントされる。

１カレンダー年から最大２つの選手権の結果を累積すること ができる。 ただし、第２回目

の選手権のスタート日が当該年の間で最初の選手権の終了日の後になること を条件と する。

ドライバーはＦ Ｉ Ａカート選手権で最大１２ポイントを累積するこ と ができる。 カートか

らのポイントは５年間有効と する。

２人以上のドライバーが同じ車を共有すること で年間総合得点順位が達成される。

レース選手権では、次の比率に従っ て各ドライバーのＦ Ｉ Ａドライバー分類に関連してポ

イントが授与される：

・ プラチナおよびゴールドランクのドライバー： １ ０ ０％

・ シルバーランクのドライバー： ７ ５％

・ ブロンズランクのドライバー： ５ ０％

・ Ｆ Ｉ Ａドライバー分類に入らないドライバー： ポイントは与えられない。

注：

ｉ ） 以下のポイント表は発表の年に適用され、同年に完了した選手権を考慮する。

ｉ ｉ ） ポイントは、最終の選手権結果が達成された年に適用された規定文に従っ て授与

される。

表
P os ition a u c la s s eme nt généra l a nnuel
/ C la s s ific a tion in the a nn ua l ov e ra ll po in ts s ta nd ings 1s t 2nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9th 1 0th

F orm ule  2  de  la  F IA  / F IA F orm u la 2 40 40 4 0 30 2 0 1 0 8 6 4 3

Indy C a r / Indy C a r* 40 30 2 0 10 8 6 4 3 2 1

F orm ule  3  de  la  F IA  / F IA F orm u la 3 30 25 2 0 15 12 9 7 5 3 2

C ha mpionna t de  F ormule  E  de  la  F IA  /F IA  F ormula  E  
C ha mpions hip 

30 25 2 0 10 8 6 4 3 2 1

F IA  W E C  (L MP 1  unique m e nt)  / F IA W E C (L M P 1 o nly ) 30 24 2 0 16 1 2 1 0 8 6 4 2

C ha mpionna t d’E urope de  F ormule  R égiona le  pa r A lpine 
ce rtifié  pa r la  F IA  / 
F orm ula R e giona l E urope a n C ha m pions hip by A lpine
C e rtified by F IA

25 20 1 5 10 7 5 3 2 1 0

J a pone s e  S upe r F orm ula  / J a pa ne s e S upe r F orm u la 25 20 1 5 10 7 5 3 2 1 0

F IA W E C - L M P 2 / F IA W E C -L M P 2 20 16 1 2 10 8 6 4 2 0 0

J a pa nes e S uper G T 5 00  /J a pa ne s e S upe r G T 5 00 20 16 1 2 10 7 5 3 2 1 0

C ha m pionna t Moye n-O rie nt de  F orm ule  R é giona le  
c e rtifié e  pa r la  F IA  / F orm ula R e gion a l M idd le E a s t
C ha m pions h ip c e rtifie d by F IA

18 14 1 2 10 6 4 3 2 1 0

C ha m pionna t a m é rique s  de  F orm ule  R é giona le  / 
F orm u la R e g io na l A m e ric a s C ha m pions h ip

18 14 1 2 10 6 4 3 2 1 0

C ha m pionna t ja pona is  de  F orm ule  R é giona le  c e rtifié  pa r 
la  F IA  / F orm u la R e g iona l J a pa ne s e C h a m pions h ip
C e rtifie d by F IA

18 14 1 2 10 6 4 3 2 1 0

C ha m pionna t O c é a nie  de  F orm ule  R é giona le  c e rtifié  pa r 
la  F IA  / F orm u la R e giona l O c e a n ia C ha m pions h ip
c e rtifie d by F IA

18 14 1 2 10  6  4  3  2  1  0  

C ha m pionna t Indie n de  F orm ule  R é giona le  c e rtifié  pa r la  
F IA  / F orm ula R e giona l Ind ia n C ha m pio ns h ip c e rtifie d by
F IA

18 14 1 2 10  6  4  3  2  1  0  

IMS A  P rototype  (à  l'e x c lus ion de  L MP 3) / IMS A  
P rototype  (e x c luding L MP 3) *

18 14 1 0 8 6 4 2 1 0 0



国際モー タースポーツ競技規則付則Ｌ項付則

D T M / D T M 15 12 1 0 7 5 3 2 1 0 0

F IA  W T C C  / F IA W T C R 15 12 1 0 7 5 3 2 1 0 0

Inte rna tiona l S upe rc a rs  C ha m pions hip / In te rna tiona l
S upe rc a rs C ha m pion s h ip*

15 12 1 0 7 5 3 2 1 0 0

NA S C A R  C up / N A S C A R C u p* 15 12 1 0 7 5 3 2 1 0 0

Indy L ight / Indy L igh t* 15 12 1 0 7 5 3 2 1 0 0

W  S e rie s  / W S e rie s 15 12 1 0 7 5 3 2 1 0 0

E uroform ula  O pe n / E u ro form u la O p e n 15 12 1 0 7 5 3 2 1 0 0

J a pa ne s e  S upe r F orm ula  L ights 15 12 1 0 7 5 3 2 1 0 0

C ha mpionna ts  Na tiona ux  de  F ormule  4  certifié s  pa r la  F IA  
/ N a tiona l F IA F orm ula 4 C ha m pions h ips c e rtife d by F IA

12 10 7 5 3 2 1 0 0 0

F IA  W E C -L MG T -P ro / F IA W E C -L M G T -P ro 12 10 7 5 3 2 1 0 0 0

As ia n/E L MS  P rototype (à  l'exc lus ion de  L MP 3) / 
A s ia n/E L MS P rototype (e x c luding L MP 3 )

10 8 6 4 2 0 0 0 0 0

F IA  W E C -L MG T -A m  / F IA W E C -L M G T -A m 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0

IMS A  G T L M / IM S A G T L M * 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0

C ha mpionna ts  Nationaux  de  F 3  / Na tiona l F 3
C ha m pions h ips

10 7 5 3 1 0 0 0 0 0

Indy P ro 200 0* 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0

NA S C A R  Na tiona l / N A S C A R N a tion a l* 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0

T oyota  R a c ing S e rie s  Ne w  Z e a la nd / 
T oy ota R a c ing S e rie s N e w Z e a la n d

10 7 5 3 1 0 0 0 0 0

Inte rnationa l G T 3 S eries  / In te rna tiona l G T 3 S e rie s 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0

C ha m pionna t du Monde  F IA  ka rting e n C a t.  S é nior / F IA
ka rting W orld C ha m pions h ips in S e n ior C a t.

4 3 2 1 0 0 0 0 0 0

C ha m pionna ts  C ontine nta ux  F IA  ka rting e n C a t.  S e nior / 
F IA ka rtin g C ontine nta l C ha m pions hips  in S e nior C a t.  

3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

C ha m pionna t du Monde  F IA  ka rting e n C a t.  J unior / F IA
ka rting W orld C ha m p ion s h ips in J u n io r C a t.

3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

C ha m pionna ts  C ontine nta ux  F IA  ka rting e n C a t.  J unior / 
F IA ka rting C ontine nta l C ha m pions hips  in J unior C a t.  

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

－ フォーミ ュ ラ V 8  3 .5およびフォーミ ュラアカデミ ー(F F S A )  ２０１７年。
－ F IAフ ォ ーミ ュ ラ 3ヨ ーロ ッ パ、 G P 3シリ ーズ、 およびフ ォ ミ ュ ラ ・ ルノ ーユーロカッ プまたは

NE Cは、２０１７年、２０１８年。

Ｆ Ｉ Ａ* 公認トラッ クですべてのラウンド（ ロードコース） が開催されること を条件とする。
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================================================================================ 

Ｆ Ｉ Ａ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項

付則２
(２ ０ ２ ２年１２月７日版）

================================================================================ 

付則２

ＷＡＤＢの同意宣言
すべての国際運転免許証申請書または手順には、モータースポーツ事故の場合の個人の機

密データの処理に関する次のテキストを含めなければならない。

この申請の対象である免許保有者がモータースポーツ競技中に事故に巻き込まれた場合、

ライセンス機関（ ＡＳＮ） は、事故の状況に関する個人データまたは医療データをＦ Ｉ Ａ

世界事故データベース（ 「 ＷＡＤＢ」 ） に提出すること を求められる場合がある。

ＷＡＤＢを介して処理する目的で収集された事故データは、 データ対象が以下の条件また

は同等の条件でこれに明示的に同意し、同意がデータ管理者に通知されていない限り 、提

出も処理もされない。

ＷＡＤＢの同意宣言

私（ 署名者） は、モータースポーツの事故または事件への関与に関連し、当該事故または

事件の状況および負傷を含むその即時結果のみに関連する、個人情報および機密データ

（ 医療情報など） を含む、 FI Aまたは国内スポーツ権能（ Nat i onal  Sport i ng Aut hor i t y）
を代表する適切な権限を与えられた人による、自分に関連するデータの収集、使用、およ

び処理に明示的に同意します。

私（ 署名者） は、自身のライセンスが失効した後でも電子的にデータを保存し、 モーター

スポーツ競技の安全性を向上させるための研究を唯一の目的と して、私のライセンスの有

効期間中および失効後にも、世界モータースポーツ事故データベース（ ＷＡＤＢ ）" " でそ

のデータをいつでも使用できること に同意します。

私（ 署名者） は、 Ｆ Ｉ Ａが発行したＷＡＤＢガイドを読み、完全に理解したこと を認めま

す。 このガイドは、私が私の個人データへのアクセス、 その修正、正当な理由での処理に

対する抑制または反対を要求できる条件を含めて、 そのよう なデータの収集と処理に関す

る詳細情報を提供します。

□このボッ クス をチェ ッ クするこ と で、 署名者である申請者である私は、現在のＷＡＤ

Ｂ同意宣言を理解し、同意すること を確認します。
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２ ０ ２ ４年の変更

第３章 ドライバーの装備品

第１条 ヘルメッ ト

１． １ ） 前頭部保持装置（ Ｆ ＨＲ） に使用する認定基準

Ｆ ＨＲの使用が、次の第３条に従っ て義務付けられている場合、サーキッ ト競

技、 ヒ ルクライムまたはラリ ーのスペシャルステージに参加し、 Ｆ Ｉ Ａカレン

ダーに登録されているドライバーは、次のいずれかで公認されたクラ ッ シュ ヘ

ルメ ッ トを着用しなければならない。

Ｆ Ｉ Ａ基準：

－ または8858-2002 8858-2010（ テクニカルリ ストNo. 41） 、
－ （ 8859 テクニカルリ ストNo. 49） 、
－ （ 8860-2010 テクニカルリ ストNo. 33） 、 または
－ または8860-2018 8860-2018-ABP（ テクニカルリ ストNo. 69）

１ １ １. . ） 下記の選手権の何れかの競技に参加するドライバーも次のチャートに従っ て、

ヘルメッ トを着用しなければならない：

選手権 Ｆ Ｉ Ａ基準

フォーミ ュ ラ  1 世界選
手権

8860-2018-ABP 

フォーミ ュ ラ  2 8860-2018-ABP 
フォーミ ュ ラ  3 8860-2018-ABP 
ﾌｫ ﾐーｭﾗ ﾚｼ゙ ｮﾅﾙ (3)  8860-2018-ABP 
フォーミ ュ ラ  E 
（ シーズン６から）

8860-2018-ABP 

FI A世界ラリ ー選手権で優
先１ドライバーおよび

コ ・ ドライバーである場

合、あるいは2021年付則J
項第255A条に合致したワ
ールドラリ ーカーで競技

する優先２ドライバーお

よびコ ・ ドライバー

または8860-2018  8860-2018-ABP 

WEC（ LMH, LMP2&LMGTE）  8860-2018 または 8860-2018-ABP 
FI A世界ラリ ークロス選
手権の全ドライバー

または8860-2010,  8860-2018  8860-2018-ABP 

FI A GTワールドカッ プ または 8860-2018  8860-2018-ABP 
GT3車両で行われる国際
シリ ーズ

または8860-2018  8860-2018-ABP 

FI Aモータースポーツゲ
ーム： GTカッ プ または8860-2018  8860-2018-ABP 

FI A世界ツーリ ングカー
カッ プ、 フルシーズンの

常任ドライバーについて

または8860-2018  8860-2018-ABP 

FI A ETCR ｅ ツーリ ング
カーカッ プの選手権ポイ

ントを獲得する資格のあ

るドライバー

または8860-2018  8860-2018-ABP 
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世界ラ リ ー選手権のすべてのドライバー、 および技術規定にＦ Ｉ Ａフ ォ ーミ ュ

ラ １ またはＦ ３ ０ ０ ０技術規則のクラ ッ シュ構造体要件が含まれている国際シ

リ ーズの全ドラ イバーは、 Ｆ Ｉ Ａ基準8860（ テク ニカルリ ストNo. 33またはテ
ク ニカルリ ストNo. 69） で公認されたヘルメ ッ トを着用するこ と が強く 推奨さ
れる。

１ ２. ） 前頭部保持装置（ Ｆ ＨＲ） なしで使用する認定基準

Ｆ ＨＲの使用が義務ではない場合、 Ｆ Ｉ Ａカレンダーに登録されているサーキ

ッ ト競技、 ヒ ルクライムあるいはラ リ ーのスペシャ ルステージに参加するドラ

イバーは、 Ｆ Ｉ Ａテク ニカルリ ストNo. 25に記載されている基準の１ つで公認
されたクラ ッ シュ ヘルメッ トを着用しなければならない。

１ ３. ） 使用の条件

オープンコクピッ ト車両に搭乗するドライバー、 およびＷＥＣ選手権の何れか

の競技に参加するドラ イバーも、 チン（ 顎） バーがヘルメ ッ ト構造の一体部品

と なっ ており 、 Ｆ Ｉ Ａ承認基準にのっ と り 試験を受けたものであるフルフ ェ イ

スヘルメ ッ トを着用しなければならない。 これはヒ ストリ ッ クのオープンコク

ピッ ト車両、およびオートクロスのスーパーバギー、バギー およびジュ ニ1600
アバギーにも推奨される。

いかなる t ear－of f sバイザーもトラ ッ ク上やピッ トレーン上に不必要に投げ捨
ててはならない。

テクニカルリ ストＮｏ .３ ３ 、 Ｎｏ .６ ９ 、 Ｎｏ .４ １およびＮｏ .４ ９に記載さ
れたフルフ ェ イスヘルメ ッ トに装着されたフルバイザーにはＦ Ｉ Ａステッ カー

が貼付されれている。

その施行日は：

・ 年2016 １月１日以降に製造されたバイザーにはＦ Ｉ Ａステッ カーが貼付さ

れていなければならない。

・ 年 月 日以前2015 12 31 に製造されたバイザーにはＦ Ｉ Ａステッ カーの貼付は

義務付けられておらず、 ステッ カーなしに使用されている場合もある。

クローズドコクピッ ト車両に搭乗するフルフ ェ イスヘルメ ッ トを着用するドラ

イバーおよびコ ・ ドラ イバーは、負傷したドライバーの気道に適切にアクセス

できること を保証するために、次のテスト ⑴に合格できなければならない。

－ ドライバーは、 ヘルメ ッ トおよびＦ Ｉ Ａ承認の頭部の動きを抑制する装置

を正しく 着用し、安全ベルトを締めた状態で車両のシートに着座する。

－ 救助員２名の助けを借り て、競技会医師団長（ もし く は、 もし居ればＦ Ｉ

Ａメディ カルデレゲート ） が、 ドラ イバーの頭部を中立位置に保っ たまま

ヘルメッ トを脱がせること が可能でなければならない。

もしこれが不可能な場合、ドラ イバーはオープンフ ェ イスヘルメ ッ トを着用す

ること が求められる。

ドライバーは、競技のスタート前に上記テストを実施するためにＦ Ｉ Ａメディ

カルデリ ゲートまたは医師団長にコンタクトしなければならない。

⑴ ヒ ストリ ッ ク車両については、 これに適合すること が推奨される。
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３ ． ２ ） 使用の条件

Ｆ ＨＲシステムは、以下の表に従い、 Ｆ Ｉ Ａ承認品と のみ着用されなければな

らない。

ヘルメッ ト ⑵
テザーシステム

（ テザー、テザー留め具、
およびヘルメッ ト固定点）

FI A （8860 テクニカルリ ストNo. 33、
およびNo. 69）
FI A （8858 テクニカルリ ストNo. 41）
FI A （8859 テクニカルリ ストNo. 49）

FI A （8858 テクニカルリ ストNo. 29）

⑵ 上記１ １. 項に従い、各選手権においてヘルメ ッ トの着用が義務づけられる。

Ｆ ＨＲ装置は以下に従っ て装着されなければならない：

ａ ） 「 Gui de and i nst al l at i on speci f i cat i on f or  HANS® devi ces i n raci ng 
compet i t i on（ レース競技におけるＨＡＮＳ®装置のガイドと 導入仕様） 」
または

ｂ ） 「 Gui de and i nst al l at i on speci f i cat i on f or  Hybr i d & Hybr i d Pro 
devi ces i n raci ng compet i t i on（ レース競技におけるHybr i d & Hybr i d Pro装
置のガイドと導入仕様） 」

３ ． ３ ） Ｆ Ｉ Ａ基準8858-2002、 、 、 、8858-2010 8859-2015 8860-2010 および8860-2018
適合品と の互換性および許される使用

ＦＨＲ

8858-2010 
テザー

（ テザー留め具含む）

8858-2010 

ヘルメッ ト固定点

8858-2010 
ヘルメッ ト

8858-2010、 8859-2015、 8860-
2010、 および8860-2018

ＨＡＮＳ

8858-2002 ○ ○ ○

テザー（ テザー留

め具含む）

8858-2002 
× 機械的に

互換性があれば
○

ヘルメ ッ ト 固定点

8858-2002 ○ 機械的に

互換性があれば
×

ヘルメッ ト

8858-2002 ○ ○ ×

上記の表に示される通り に使用される場合は、 FI A基準8858-2002、 、8858-2010
、 、8859-2015 8860-2010 および は8860-2018 有効である。

第２条 耐火炎被服

国際スポーツカレンダーに登録されているサーキッ ト競技、 ヒルクライム、 ラ リ ーのスペ

シャルステージおよびクロスカントリ ーラ リ ーのセレクティ ブセクショ ンにおいては、す

べてのドライバーと コ ・ ドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856-2000（ Ｆ Ｉ Ａテク ニカルリ スト
Ｎｏ ． ２ ７ ） あるいはＦ Ｉ Ａ基準8856-2018（ テク ニカルリ ストＮｏ ． ７ ４ ） に従っ て公
認されたオーバーオール、長袖・ 長ズボンのアンダーウェ ア、バラクラバ帽、ソッ クス、

シュ ーズおよびグローブ（ コ ・ ドライバーについては任意） （ Ｆ Ｉ Ａテクニカルリ ストＮ

ｏ ． ２７ ） を着用しなければならない。

以下の選手権の何れかの競技に参加するドライバーおよびコ ・ ドライバーも、 Ｆ Ｉ Ａ基準

（8856-2018 テクニカルリ ストNo. 74） に従っ て公認されたオーバーオール、長袖・ 長ズボ
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ンのアンダーウェ ア、 バラクラバ帽、ソッ クス、シュ ーズおよびグローブ（ コ ・ ドライバ

ーについては任意） を着用しなければならない。

フ ォーミ ュ ラ* Ｅ（ ６シーズン）

フ ォーミ ュ ラ* １世界選手権

ＷＥＣ（* シーズン から2021 ）

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ラ リ ー選手権のプラ イオリ ティ １ ドラ イバーと してリ スト されている場合

（ および同乗するコ ・ ドライバー）

フ ォーミ ュ ラ* ２

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ラリ ークロス選手権のすべてのドライバー

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ツーリ ングカーカッ プ

＊Ｆ Ｉ Ａ ＧＴ ワールドカッ プ

＊Ｆ Ｉ Ａモータースポーツゲーム： ＧＴ ＣＵＰ

＊ＧＴ ３車両が競う 国際シリ ーズ

＊Ｆ Ｉ Ａ世界ラ リ ー選手権のプライオリ ティ ２ 、 ３ 、 あるいは４ドライバーと して記載さ

れている場合（ および同乗するコ ・ ドライバー）

＊Ｆ Ｉ Ａク ロスカントリ ーラリ ー世界選手権のすべてのドライバー（ および同乗するコ ・

ドライバー）

＊Ｆ Ｉ Ａク ロスカントリ ー・ バハ・ ワールドカッ プのすべてのドライバー（ および同乗す

るコ ・ ドライバー）

＊フ ォーミ ュ ラ３

＊フ ォーミ ュ ラ (３ )レジョ ナル
＊Ｆ Ｉ Ａヨ ーロッ パラリ ークロス選手権のすべてのドライバー

＊Ｆ Ｉ Ａヨ ーロッ パラリ ー選手権

＊Ｆ Ｉ Ａ世界ラリ ー選手権のすべてのドライバー

以下の選手権の何れかの競技に参加するドラ イバーは、 ２ ０ ２ ３ 年(1)から Ｆ Ｉ Ａ基準

（8856-2018 テクニカルリ ストNo. 74） で公認されたグローブを着用しなければならない。
＊フォ ーミ ュ ラ１世界選手権
(1)  ２ ０ ２ ３年から公認されたグローブは、以下の例「 DC. XXX. 23-G」 に示すよう に、 23以
上の公認番号を有していなければならない。
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２ ０ ２ ６年の変更

第２条 耐火炎被服

国際スポーツカレンダーに登録されているサーキッ ト競技、 ヒルクライム、 ラ リ ーのスペ

シャルステージおよびクロスカントリ ーラ リ ーのセレクティ ブセクショ ンにおいては、す

べてのドライバーと コ ・ ドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856-2000（ Ｆ Ｉ Ａテク ニカルリ スト
Ｎｏ ． ２ ７ ） あるいはＦ Ｉ Ａ基準8856-2018（ テク ニカルリ ストＮｏ ． ７ ４ ） に従っ て公
認されたオーバーオール、長袖・ 長ズボンのアンダーウェ ア、バラクラバ帽、ソッ クス、

シュ ーズおよびグローブ（ コ ・ ドライバーについては任意） （ Ｆ Ｉ Ａテクニカルリ ストＮ

ｏ ． ２７ ） を着用しなければならない。

以下の選手権の何れかの競技に参加するドライバーおよびコ ・ ドライバーも、 Ｆ Ｉ Ａ基準

（8856-2018 テクニカルリ ストNo. 74） に従っ て公認されたオーバーオール、長袖・ 長ズボ
ンのアンダーウェ ア、 バラクラバ帽、ソッ クス、シュ ーズおよびグローブ（ コ ・ ドライバ

ーについては任意） を着用しなければならない。

フ ォーミ ュ ラ* Ｅ（ ６シーズン）

フ ォーミ ュ ラ* １世界選手権

ＷＥＣ（* シーズン から2021 ）

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ラ リ ー選手権のプラ イオリ ティ １ ドラ イバーと してリ スト されている場合

（ および同乗するコ ・ ドライバー）

フ ォーミ ュ ラ* ２

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ラリ ークロス選手権のすべてのドライバー

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ツーリ ングカーカッ プ

＊Ｆ Ｉ Ａ ＧＴ ワールドカッ プ

＊Ｆ Ｉ Ａモータースポーツゲーム： ＧＴ ＣＵＰ

＊ＧＴ ３車両が競う 国際シリ ーズ

＊Ｆ Ｉ Ａ世界ラ リ ー選手権のプライオリ ティ ２ 、 ３ 、 あるいは４ドライバーと して記載さ

れている場合（ および同乗するコ ・ ドライバー）

＊Ｆ Ｉ Ａク ロスカントリ ーラリ ー世界選手権のすべてのドライバー（ および同乗するコ ・

ドライバー）

＊Ｆ Ｉ Ａク ロスカントリ ー・ バハ・ ワールドカッ プのすべてのドライバー（ および同乗す

るコ ・ ドライバー）

＊フ ォーミ ュ ラ３

＊フ ォーミ ュ ラ (３ )レジョ ナル
＊Ｆ Ｉ Ａヨ ーロッ パラリ ークロス選手権のすべてのドライバー

＊Ｆ Ｉ Ａヨ ーロッ パラリ ー選手権

＊Ｆ Ｉ Ａ世界ラリ ー選手権のすべてのドライバー

＊Ｆ Ｉ Ａレジョ ナルラリ ー選手権

以下の選手権の何れかの競技に参加するドラ イバーは、 ２ ０ ２ ３ 年(1)から Ｆ Ｉ Ａ基準

（8856-2018 テクニカルリ ストNo. 74） で公認されたグローブを着用しなければならない。
＊フォ ーミ ュ ラ１世界選手権
(1)  ２ ０ ２３年から公認されたグローブは、以下の例「 DC. XXX. 23-G」 に示すよう に、 23以
上の公認番号を有していなければならない。



国際モー タースポーツ競技規則付則Ｌ項付則

２ ０ ２ ９年の変更

第２条 耐火炎被服

国際スポーツカレンダーに登録されているサーキッ ト競技、 ヒルクライム、 ラ リ ーのスペ

シャルステージおよびクロスカントリ ーラ リ ーのセレクティ ブセクショ ンにおいては、す

べてのドライバーと コ ・ ドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856-2000（ Ｆ Ｉ Ａテク ニカルリ スト
Ｎｏ ． ２ ７ ） あるいはＦ Ｉ Ａ基準8856-2018（ テク ニカルリ ストＮｏ ． ７ ４ ） に従っ て公
認されたオーバーオール、長袖・ 長ズボンのアンダーウェ ア、バラクラバ帽、ソッ クス、

シュ ーズおよびグローブ（ コ ・ ドライバーについては任意） （ Ｆ Ｉ Ａテクニカルリ ストＮ

ｏ ． ２７ ） を着用しなければならない。

以下の選手権の何れかの競技に参加するドライバーおよびコ ・ ドライバーも、 Ｆ Ｉ Ａ基準

（8856-2018 テクニカルリ ストNo. 74） に従っ て公認されたオーバーオール、長袖・ 長ズボ
ンのアンダーウェ ア、 バラクラバ帽、ソッ クス、シュ ーズおよびグローブ（ コ ・ ドライバ

ーについては任意） を着用しなければならない。

フ ォーミ ュ ラ* Ｅ（ ６シーズン）

フ ォーミ ュ ラ* １世界選手権

ＷＥＣ（* シーズン から2021 ）

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ラ リ ー選手権のプラ イオリ ティ １ ドラ イバーと してリ スト されている場合

（ および同乗するコ ・ ドライバー）

フ ォーミ ュ ラ* ２

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ラリ ークロス選手権のすべてのドライバー

Ｆ Ｉ Ａ* 世界ツーリ ングカーカッ プ

＊Ｆ Ｉ Ａ ＧＴ ワールドカッ プ

＊Ｆ Ｉ Ａモータースポーツゲーム： ＧＴ ＣＵＰ

＊ＧＴ ３車両が競う 国際シリ ーズ

＊Ｆ Ｉ Ａ世界ラ リ ー選手権のプライオリ ティ ２ 、 ３ 、 あるいは４ドライバーと して記載さ

れている場合（ および同乗するコ ・ ドライバー）

＊Ｆ Ｉ Ａク ロスカントリ ーラリ ー世界選手権のすべてのドライバー（ および同乗するコ ・

ドライバー）

＊Ｆ Ｉ Ａク ロスカントリ ー・ バハ・ ワールドカッ プのすべてのドライバー（ および同乗す

るコ ・ ドライバー）

＊フ ォーミ ュ ラ３

＊フ ォーミ ュ ラ (３ )レジョ ナル
＊Ｆ Ｉ Ａヨ ーロッ パラリ ークロス選手権のすべてのドライバー

＊Ｆ Ｉ Ａヨ ーロッ パラリ ー選手権

＊Ｆ Ｉ Ａ世界ラリ ー選手権のすべてのドライバー

＊Ｆ Ｉ Ａレジョ ナルラリ ー選手権

以下の選手権の何れかの競技に参加するドラ イバーは、 ２ ０ ２ ３ 年(1)から Ｆ Ｉ Ａ基準

（8856-2018 テクニカルリ ストNo. 74） で公認されたグローブを着用しなければならない。
＊フォ ーミ ュ ラ１世界選手権
(1)  ２ ０ ２３年から公認されたグローブは、以下の例「 DC. XXX. 23-G」 に示すよう に、 23以
上の公認番号を有していなければならない。



国際モー タースポーツ競技規則付則Ｌ項付則

Ｆ Ｉ Ａ世界ラ リ ー選手権において、 ドライバーは、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856-2000あるいはＦ Ｉ Ａ
基準8856-2018に従っ て公認され、ヘルメ ッ トを取り 外す際の首への負荷を軽減するバラ
クラバ帽と して、 テクニカルリ ストに掲載されたバラクラバ帽の着用が推奨される。

きつ過ぎる着衣は保護能力を引き下げてしまう ので、着用者は、 これらの着衣がきつ過ぎ

ないこと を確実にすること 。バラクラバ帽はレーシングスーツの下に着用しなければなら

ない。首、手首、足首は、常に少なく と も２つの防護服で覆われること 。バラクラバ帽と

最も外側のアンダーウェ アは、最低３ cm、 ドライバーの首まわり に重なるよう にすること
と し、正面中心線の部分は、少なく と も８ cm重なるよう にすること 。
上半身と 下半身のアンダーウェ アは、ドライバーの腰の周り で最低７ cm重ならなければな
らない。

正当な医学的理由がある場合には、 ドライバーの皮膚と義務付けのＦ Ｉ Ａ承認のアンダー

ウェ アの間に、 Ｆ Ｉ Ａ未承認のアンダーウェ アを着用するこ と ができる。ただし、 ドライ

バーの肌に接触する非難燃性合成素材の使用は許可されない。

ドライバーと コ ・ ドライバーは、

i ) Ｆ Ｉ Ａ未承認の追加の個人的難燃性アンダーウェ アを着用すること ができる。
あるいは

�)肌と 義務付けのＦ Ｉ Ａ公認アンダーウェ アと の間に、 Ｆ Ｉ Ａ公認の個人的アンダーウ
ェ アを着用すること ができる。

オーバーオールの上に着用すること が許可されているのは、防炎性でI SO15025に準拠した
膝パッ ドまたは肘パッ ドだけである。

オーバーオールに直接なされる刺繍は、 より 効果的な遮熱のため、最も外側の生地にのみ

許される。バッ ジの基部と なる生地およびバッ ジをオーバーオールに縫付ける糸は耐火性

でなければならない。糸が防炎性であり 、 I SO15025に準拠していれば、バッ ジの縫い目は
すべての層を通過できる。 ドライバーの着衣への印刷あるいは転写は製品の製造者のみが

行い、基準8856-2000または で8856-2018 定義されているスーツの性能を低下させてはなら

ない（ 詳細な要件および使用に当たっ ての指示事項については、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856-2000の
付則 またはＦ Ｉ Ａ基準8856-2018の付則Ｆ を参照のこと ） 。
印刷または転写を使用してカスタマイズされたＦ Ｉ Ａに承認された8856-2018衣服には、
製造元からの証明書を添付しなければならない。

単座席のレーシングカーでスタンディ ングスタートを伴う 競技に参加するドライバーは、

トラブルが発生した場合にレーススターターの注意を引けるよう 、車両の主色と 対比して、

と ても見やすい色のグローブを着用しなければならない。

ドライバーが着用するあらゆる冷却システムを循環する物質も、大気圧と等しい圧力の水

または空気以外の物質であっ てはならない。水システムは、 それが機能するために衣類に

浸透するよう なものであっ てはならない。

酷暑の中で開催される競技においては、冷却システムを使用すること が推奨される（ 例え

ば、冷却を目的にデザインされ、 Ｆ Ｉ Ａ基準8856-2000あるいはＦ Ｉ Ａ基準8856-2018に従
っ て公認されたアンダーウェ アに接続する等） 。


